
【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組内容（ ｒ ）

主管課

評価

（ ｓ ）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

令和6 年度実績

【】内は令和6 年度目

標値

達成率（ % ）

（ u )

事業目標に資する令和6 年度の

取組内容（ v）

主管課

評価

（ w ）

令和7 年度以降の取組の方向性

（ ｘ ）

目標（ E）

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和5 年度 令和6 年度

目標管理

重点事業 42

子ども若者総合相

談事業（ アシスとし

ま） 【再掲】

子ども若者課

様々な困難を有

する子ども・若者

や家族への情報

提供及び支援の

実施により、問題

の重篤化防止や

状況改善を図りま

す。

学校や就労、家族関係など様々な

困難を有する子ども・若者やその家

族等からの相談を受け付ける総合相

談窓口の運営や、アウトリーチによる

相談を実施しています。

相談を受け、個々の状況に合わせた

支援を実施します。また、関係機関

や地域と連携し、必要な支援へ繋げ

ていきます。

①登録相談者数

②相談者の状況

①99人

②問題が重篤化

した状況で繋が

り、継続支援にな

るケースが多い。

①登録相談者

数: 250名

②問題が重篤化

する前に、予防的

に相談する人が増

える。

①数値上昇型

②ー

①441人

【350人】

( 176 .4％)

②アシスとおはなしでの

相談は、全体件数のお

よそ7割を占めている。

1学期、区立小中学生全員に

「アシスとしま」チラシを配布した。

また卒業時には、小6、中3生に

アシスカードを配布して啓発した。

前年の相談人数を92人上回る

結果となった。

B

タブレットパソコンからのメッセージ（ アシ

スとおはなし） による予防的支援を継

続するとともに、他機関との連携体制を

強化していく。また、LINEの周知や、情

報発信により相談しやすい体制作りに

努める。

①321人

【400人】

（ 80％）

②相談者数は減少し

たものの他機関との連

携が必要なケースが多

かった。

引続き区立小中学生のタブレット

パソコンからのメッセージに対応

し、指導課、子ども家庭支援セン

ター等と連携しての支援を行いま

した。

全体相談人数が約80人減少し

ていることをうけ、不登校及びひき

こもりに関する相談も減少しまし

た。

B

相談内容は複雑化、複合化し多岐に

わたります。相談者数だけでは成果を

確認することが困難であるため、新計画

では相談者数に加え、支援回数を評

価の指標に追加します。

計画事業 206
福祉包括化推進会

議の設置
福祉総務課

複合的な課題を

もつ相談者に対す

る支援を複数課

において一元的に

実施する体制を

作るための意見交

換の場をつくりま

す。

多様化・複雑化する福祉ニーズに対

してきめ細かく対応するため、区役所

本庁舎4階の福祉総合フロア各課

等に福祉包括化推進員を配置し、

定期的な会議体を設けて庁内連携

を推進し、包括的な支援を実施して

いきます。

福祉包括化推進

員部会の開催
－ 12回 数値維持継続型

9回

【12回】

複合的な困難ケースに対し関係

各課で情報を共有し、連携をは

かりながら適切な支援につなげま

した。令和５ 年度から重層的支

援体制整備事業が本格実施さ

れたことに伴い、福祉包括化推

進会議および部会のありかたにつ

いての検討を進めました。

B

引き続き、福祉包括化推進部会にお

いて、困難事例等の情報共有を諮り、

適切な支援につなげていきます。また、

未解決の困難ケースへの支援検討の

みならず、多機関連携により適切な支

援につながった成功事例も会議の中で

共有し、庁内全体の窓口職場のスキル

アップにつなげていきます。

12回

【12回】

複合的な困難ケースに対し関係

各課で情報を共有し、連携をは

かりながら適切な支援につなげま

した。

また新規ケースの検討に加え、継

続ケースの検討を行ったことから、

事例検討件数が増加していま

す。

A

引き続き、福祉包括化推進部会にお

いて、困難事例等の情報共有を諮り、

適切な支援につなげていきます。

また福祉包括化推進部会の関連部署

については、適宜見直しを行い、要支

援者を適切な支援に繋げられるよう取

り組んでいきます。

計画事業 207 健康相談事業

健康推進課

長 崎健康相談

所

健康課題に合わ

せた疾病予防や

健康づくりを支援

します。

「健康相談（ 保健・栄養） 」、「女

性のための専門相談」等予約制の相

談のほか、電話による随時の健康相

談を実施しています。

実施回数 －

34回（ 健康相談

（ 保健・栄養）

24回、女性のた

めの専門相談10

回）

数値維持継続型
34回

【34回】

予約制の健康相談を年間24

回、女性のための健康相談を年

間10回、電話による随時の健康

相談を実施しました。

A
継続して実施し、疾病予防や健康づく

りを支援する相談体制を維持します。

34回

【34回】

予約制の健康相談を年間24

回、女性のための健康相談を年

間10回、電話による随時の健康

相談を実施しました。

A
継続して実施し、疾病予防や健康づく

りを支援する相談体制を維持します。

計画事業 208 精神保健福祉相談

健康推進課

長 崎健康相談

所

こころの不調や病

気について、適切

に対処できるよう

支援します。

こころの不調や病気で困っている方、

あるいは家族の方からの相談を保健

師が随時お受けしています。また、予

約制で精神科医又は精神保健福

祉相談士による専門相談を行ってい

ます。

実施回数 －

専門医相談　18

回

精神保健福祉士

相談　12回

数値維持継続型

専門医相談　18回

精神保健福祉士相談

12回

【専門医相談　18回

精神保健福祉士相談

12回】

こころの不調や病気について、予

約制の精神科専門医による相談

と、精神保健福祉士による家族

相談を実施しました。また、電話

等による随時の相談を実施しまし

た。

A
継続して実施し、こころの不調や病気

についての相談体制を維持します。

専門医相談　18回

精神保健福祉士相談

12回

【専門医相談　18回

精神保健福祉士相談

12回】

こころの不調や病気について、予

約制の精神科専門医による相談

と、精神保健福祉士による家族

相談を実施しました。また、電話

等による随時の相談を実施しまし

た。

A
継続して実施し、こころの不調や病気

についての相談体制を維持します。

計画事業 209 消費生活相談事業 産業振興課

消費生活相談の

充実を図り状況に

より弁護士による

法律相談を実施

します。

契約上のトラブル、悪質商法による

被害等の相談を受けています。ヤミ

金・サラ金などの多重債務に関するこ

とは、状況により弁護士の法律相談

を案内しています。

相談事業の実施

数

①相談件数

②ヤミサラ相談

－
①2,700件

②25件
数値上昇型

①2,691件

【2 ,500件】

②2件

【10件】

ホームページやSNS活用した情

報発信をするとともに、消費生活

センターの受付時間を30分延長
し、相談者の利便性向上に努め

ました

A

高齢者、若者を対象とした被害防止

キャンペーンや多重債務特別相談の情

報発信を行い、消費者相談の充実を

図ります。

①2,685件

【2,500件】

②22件

【10件】

ホームページやSNS活用した情

報発信をするとともに、啓発グッズ

を作成して消費者ホットライン「１

８ ８ 」の周知を図った

A

高齢者、若者を対象とした被害防止

キャンペーンや多重債務特別相談の情

報発信を行い、消費者ホットライン「１

８ ８ 」の周知を含めた消費者相談の

充実を図ります。

計画事業 33
子育て訪問相談事

業【再掲】

子ども家庭支援

センター

1歳の誕生日に合

わせて訪問し必要

な支援を提供す

る。

支援施設に出向くことが困難な保護

者からの相談依頼や関係機関からの

情報提供を受けて、子ども家庭支援

センターの相談員が自宅を訪問し、

アドバイスや各種子育て支援サービス

の紹介等を行います。また、子どもの

1歳の誕生日にあわせて家庭を訪問

し、子育てに関する悩みを聴き、助

言を行うとともに、絵本をプレゼントし

ます。

バースデー訪問件

数
－ 1,000件 数値維持継続型

1 ,201件

【950件】

バースデーサポート事業の実施で

訪問希望者が増加した。
A

引き続きバースデーサポート事業として

取り組み、未通園児の家庭の孤立化

防止に務める。

1,057件

【1,000件】

バースデーサポート事業で給付さ

れる子育てクーポンの金額が増額

されたため訪問希望者が増加しま

した。

A
引き続きバースデーサポート事業として

取り組み、未通園児の家庭の孤立化

防止に務めます。

計画事業 36
スクールカウンセラー

事業【再掲】

指導課

教育センター

都公立学校ス

クールカウンセラー

を区立小・中学

校に派遣し、いじ

めや不登校などの

未然防止と早期

発見に努めます。

都公立学校スクールカウンセラーを区

立小・中学校に派遣し、いじめや不

登校などを未然に防止するためのカウ

ンセリングや教員への助言を行いま

す。また、区立幼稚園も対象に加

え、教育センター相談員によるスクー

ルカウンセリングを行います。

配置校数

（ 全小中学校３

0校）

－ ３ 0校 数値維持継続型

指導課

30校　【30校】

教育センター

３ 園　【３ 園】

指導課

東京都からのスクールカウンセラー

を小・中学校全校に配置した。さ

らに、各校1名配置から、3校の

み派遣人数・回数を２ 倍に増加

した。

教育センター

スクールカウンセラーが区立幼稚

園を巡回し、子どもの課題や困り

感への対応について教職員等へ

助言を行った。

A

指導課

今後も配置の維持を東京都に依頼を

する。

教育センター

区立幼稚園における巡回相談を継続

する。

指導課

30校　【30校】

教育センター

３ 園　【３ 園】

指導課

東京都からのスクールカウンセラー

を小・中学校全校に配置しまし

た。さらに、各校1名配置から、3

校は派遣人数・回数を２ 倍に、

１ 校は３ 倍に増加しました。

教育センター

スクールカウンセラーが区立幼稚

園を巡回し、子どもの課題や困り

感への対応について教職員等へ

助言を行った。

A

指導課

今後も配置の維持を東京都に依頼を

します。

教育センター

区立幼稚園における巡回相談を継続

する。

①相談体制の充

実と情報発信

困難を有する子ど

も・若者やその家

族の相談体制を

充実するとともに、

情報が必要な方

に届けます。

相談しやすい体制

を整備するととも

に、支援に関する

情報発信を実施

します。

（ ２ ） 相談体制の充実と情報発信
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計画事業 38

「子どもの権利擁護

センター(仮称)」の

設置【再掲】

子ども若者課

「子どもの権利擁

護センター（ 仮

称） 」を設置する

ことで、困難を有

する子ども・若者

やその家族への相

談体制を充実さ

せます。

虐待やいじめ、不登校、ひきこもり、

多様な性自認・性的指向の人々、

外国人など、子ども自身からの相談

に応じるために、子どもの権利擁護委

員を配置した子どもの権利擁護セン

ターを設置・運営します。

①設置

②相談件数

①設置に向けて

検討中

②設置に向けて

検討中

①令和４ 年度中

に開設

【①令和3年度中

に開設】

②―

【②50件】

①ー

②数値上昇型
令和5年度中の開設

関係機関と調整し、千登世橋教

育文化センター内に令和5年9月

に開設した。また、相談室で相談

を受けるほか、子どもスキップや中

高生センタージャンプでのアウト

リーチ活動を行った。

A

引き続き、関係機関等の連携方法を

整備しながら、相談を進めていく。また、

相談室の愛称を小・中学生から募ると

ともに、相談室の周知を図る。

①子どもの権利侵害を

防ぐための相談室の運

営、普及・啓発。

②39件

【50件】

子どもの権利相談員、子どもの権

利擁護委員をはじめ、関係機関

と連携しながら子どもの権利侵害

に関する相談に対応し、権利の

救済や回復に向けた取組を行っ

ています。相談室に親しみを持っ

てもらうため、小・中学生の意見を

聞きながら、「ふくろう相談室」とい

う愛称を決定しました。

A

関係機関と引き続き連携しながら、子

どもの権利侵害に関する相談対応に応

じるとともに、子どもの権利侵害の早期

発見、早期改善につなげるため、アウト

リーチなどにも力を入れていきます。

計画事業 39
子どもの権利擁護委

員相談事業【再掲】
子ども若者課

子ども自身や家族

からの相談を受

け、子どもの権利

を守ります。

子どもの権利侵害について相談に応

じ、救済や回復のために支援をしま

す。また、権利侵害に関わる調査・調

整を行い、関係機関等と連携を図

り、子どもの権利侵害を予防し、子ど

もの救済や回復に努めます。

権利侵害に関わ

る活動件数
－ 20件 数値上昇型

28件

【25件】

令和５ 年９ 月に「としま子どもの

権利相談室」を開設し、個別相

談に対応するほか、ジャンプでの

巡回相談を実施した。

A

引き続き、個別相談・巡回相談を実施

するとともに、「としま子どもの権利相談

室」の活動報告書を作成し、広く活動

を周知していく。

39件

【30件】

相談室に寄せられる個別相談へ

の対応をはじめ、権利擁護委員

による中高生センタージャンプへの

巡回訪問を継続して実施してい

ます。

A

引き続き子どもの権利侵害に関する相

談に応じるとともに、関係機関へのアウ

トリーチなどを通じて、子どもの権利侵

害の予防、早期発見に努めていきま

す。

計画事業 41
人権擁護委員相談

事業【再掲】
区民相談課

人権擁護委員

が、電話相談を

24時間・365日

実施します。

法務大臣から委嘱された人権擁護

委員が、子どもも対象とした電話相

談を、24時間・365日実施します。

人権擁護委員

が、電話相談を

24時間受け付け

ます。

－ － －

１ ７ 件（ 電話９ 件、

対面８ 件） …作成

者:人権相談の結果は

件数しか区に報告され

ないため、相談者が子

どもかどうか不明。

人権擁護委員が、電話相談を

24時間・365日実施しました。

（ 相談件数は９ 件） 。令和５

年８ 月より毎月第２ ・４ 木曜日

に対面による人権相談を再開

（ 相談件数は８ 件）

A
２ ４ 時間体制の電話相談と対面相談

を実施していく。

１ ３ 件（ 電話１ １ 、

対面２ 件） …作成

者:人権相談の結果は

件数しか区に報告され

ないため、相談者が子

どもかどうか不明。

人権擁護委員が、電話相談を

24時間・365日実施しました

（ 相談件数は１ １ 件） 。

A
２ ４ 時間体制の電話相談と対面相談

を実施していく。

計画事業 43
子どもに関する相談

事業【再掲】

子ども家庭支援

センター

東西子ども家庭

支援センターを中

心に子どもに関す

るあらゆる相談を

受け、迅速に対

応・支援します。

0～18歳の子どもとその家族のあらゆ

る相談を面接、電話、Eメールなどで

受けています。

東西子ども家庭

支援センター相談

件数

－ 13.000件 数値上昇型
16 ,102件

【14,000件】

SNSでの発信を強化し、来館せ

ず相談できることの周知につとめ

た。
A

引き続き、様々な相談方法や来館せ

ずに相談できることの周知につとめ、気

軽に相談しやすい施設を目指す。

8,952件

【13 ,000件】

(68 .9％)

SNSでの発信を強化し、来館以

外の相談方法の周知につとめまし

た。令和５ 年度からの相談件数

の減少は、児童発達支援セン

ターが開設したためこれまで計上

していた児童発達支援事業分の

発達相談件数が差し引かれたた

ためです。

C
引き続き、様々な相談方法や来館せ

ずに相談できることの周知につとめ、気

軽に相談しやすい施設を目指します。

計画事業 44
子どもからの専用電

話相談【再掲】

子ども家庭支援

センター

フリーダイヤルで相

談できることを周

知し子どもからの

相談を受ける。

18歳までの子どもを対象に、友だち

や家族に関することなど様々な悩み

や心配事について、子ども専用のフ

リーダイヤルでの電話相談を行ってい

ます。

子どもからのフリー

ダイヤルでの電話

相談件数

－ 10件 数値上昇型
26件

【3件】

キャラクターを活用したSOSカード

の配付、子どもの権利相談室開

設に併せフリーダイヤルの周知をし

たことで、相談電話件数が増加し

た。

A
SOSカードの配付に加え、多様な媒

体、機会を捉えフリーダイヤルの普及に

努める。

15件

【10件】

SOSカードを長 期休暇前に区立

小・中学校全児童に配付しフリー

ダイヤルの周知を継続しました。

令和５ 年度からャラクターを活用

したSOSカードを作成し手に取り

やすいものとし、子どもが利用する

施設にも設置しました。フリーダイ

ヤルの名称もなやミミフリーダイヤ

ルとしました。

A

SOSカードの配付に加え、多様な媒

体、機会を捉えフリーダイヤルの普及に

努めます。

子どもの権利ノートに「児童福祉審議

会へ意見表明の相談先」として記載し

ます。

計画事業 45
子ども家庭女性相

談事業【再掲】
子育て支援課

DV被害者,ひとり

親等の安定した

生活が送れるよう

自立支援を行い

ます。

配偶者の暴力から逃げてきた被害者

を一時保護し、安定した生活が送れ

るようにします。他部署と連携して女

性や子どもの権利を守るため、ひとり

親家庭及び女性に対する相談・指

導、援助を行います。

相談件数 － 14,000件 数値上昇型
10 ,442件

【12,000件】

結婚、妊娠、夫の暴力、離婚な

どあらゆる場面で困難な状況に

陥っている女性を対象に必要な

相談、助言、保護及び関係機関

窓口への紹介を実施した。外国

人、若年の妊娠に対する相談が

増加した。

B

結婚、妊娠、夫の暴力、離婚などあら

ゆる場面で困難な状況に陥っている女

性を対象に必要な相談、助言、保護

及び関係機関窓口への紹介を実施。

女性新法にもうたわれている自立支援

の強化に努める。とくに困難な問題が多

い外国人、若年妊婦などに対応する相

談員ガイドを作成し、情報経験の蓄積

を図る。

10,910件

【12 ,000件】

結婚、妊娠、夫の暴力、離婚な

どあらゆる場面で困難な状況に

陥っている女性を対象に必要な

相談、助言、保護及び関係機関

窓口への紹介を実施した。外国

人、若年の妊娠に対する相談が

増加した。

B

結婚、妊娠、夫の暴力、離婚などあら

ゆる場面で困難な状況に陥っている女

性を対象に必要な相談、助言、保護

及び関係機関窓口への紹介を実施。

女性新法にもうたわれている自立支援

の強化に努める。とくに困難な問題が多

い外国人、若年妊婦などに対応する相

談員ガイドを作成し、情報経験の蓄積

を図る。

計画事業 60
乳幼児健康相談

【再掲】

健康推進課

長 崎健康相談

所

子育て家庭の健

康増進をはかると

ともに、安心して

育児に取り組める

よう支援します。

身近な区の施設等を会場として、乳

幼児を対象に身長 、体重の計測と

栄養相談、育児相談、歯科相談等

を実施します。

実施回数 － 42回 数値維持継続型
48回

【42回】

区民ひろば等の６ 会場にて、乳

幼児の身長 、体重の計測と栄養

相談、育児相談、歯科相談等を

実施しました。

A
継続して実施し、乳幼児の健康増進

を図るとともに、その家庭が安心して育

児ができるように支援します。

48回

【42回】

区民ひろば等の6会場にて、乳幼

児の身長 、体重の計測と栄養相

談、育児相談、歯科相談等を実

施しました。

A
継続して実施し、乳幼児の健康増進

を図るとともに、その家庭が安心して育

児ができるように支援します。

計画事業 68

東部・西部子ども家

庭支援センター事業

【再掲】

子ども家庭支援

センター

子どもと家庭に関

するあらゆる悩み

に総合的に対応

し、育児不安や子

育ての悩みの軽

減をはかります。

育児不安や子育てに悩む親や、子ど

も自身からの相談を受け、関係機関

と連携して問題の解決を図ります。乳

幼児とその親が遊びながら1日過ごせ

る場所を提供するとともに、子育て・

子育ちを地域で支え合う活動や仲

間づくりを支援します。

講座参加者数

（ 地域組織化）
－ 6.000人 －

5,565人

【5 ,000人】

コロナ禍が落ち着き講座の定員を

戻し実施、またオンライン予約の

導入で参加しやすい状況を作る

ことができた。

A
引き続き、子育ての負担軽減につなが

る講座を企画開催し、子育て世帯の

孤立化防止を目指す。

3,584人

【6,000人】

令和５ 年度は児童発達支援事

業で開催していた講座を令和６

年度は児童発達支援センターで

開催としたため参加者数が減少し

ましたが、ほとんどの講座の予約が

定員に達していました。

C
引き続き、子育ての負担軽減につなが

る講座を企画開催し、子育て世帯の

孤立化防止を目指します。

①相談体制の充

実と情報発信

困難を有する子ど

も・若者やその家

族の相談体制を

充実するとともに、

情報が必要な方

に届けます。

相談しやすい体制

を整備するととも

に、支援に関する

情報発信を実施

します。

37



【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組内容（ ｒ ）

主管課

評価

（ ｓ ）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

令和6 年度実績

【】内は令和6 年度目

標値

達成率（ % ）

（ u )

事業目標に資する令和6 年度の

取組内容（ v）

主管課

評価

（ w ）

令和7 年度以降の取組の方向性

（ ｘ ）

目標（ E）

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和5 年度 令和6 年度

目標管理

計画事業 72
子育て支援総合相

談事業【再掲】
子育て支援課

妊娠・出産・子育

てに関する心配事

や様々な悩みに、

子育てナビゲー

ターがお応えしま

す。

子育て総合相談窓口「子育てイン

フォメーション」に「子育てナビゲー

ター」を配置し、妊娠期から子育て期

に関わる相談の受付や専門部署へ

の連絡・調整を行い、子育て支援の

相談機能の充実を図っています。ま

た、子育て世帯に有益な情報の提

供や、子育てサークル等に関わる地

域活動支援も行います。

受付件数 － 5,000件 数値上昇型
4 ,373

【5 ,000】

コロナの影響もほぼ脱し、来室者

増加した。

「としまもっと見る知る（ 母子

モ） 」の機能を活用した子育てイ

ベント情報の発信も引き続き実

施した。

B
各種機会や既存資源を活用し、情報

発信強化を進める。

4,043件

【5,000件】

コロナの影響もほぼ脱し、来室者

増加した。

「としまもっと見る知る（ 母子

モ） 」の機能を活用した子育てイ

ベント情報の発信も引き続き実

施した。

B
各種機会や既存資源を活用し、情報

発信強化を進める。

計画事業 74
マイほいくえん事業

【再掲】
保育課

「マイほいくえん」

事業を通じて、安

心して出産し子育

てができるよう支

援します。

出産を控えている方、在宅で子育て

している方を対象に、住まいに近い区

立保育園を「マイほいくえん」と位置

付けます（ 登録制） 。「マイほいくえ

ん」での電話や来園による育児相談

や園主催のプログラムへの参加を通じ

て、安心して出産し子育てができる

環境の充実を図ります。

登録者数（ 1園

あたり平均）
－ 増加 数値上昇型

9 .4人

【10人】

事業実施園が私立保育所、地

域型保育事業所まで拡大したこ

とで、登録者数が増え、区民に

とってさらに保育園が身近な場所

になった。

A

区民ひろばで未就園児親子向けのイベ

ントを開催する。参加者にマイほいくえ

んを周知し、登録者数を増やすととも

に、保育園と繋がりを持ってもらい、在

宅子育て家庭を支援していく。

8.9人

【10人】

区民ひろば10施設において、未

就園児親子向けのイベントを開

催した。参加者にマイほいくえんを

周知したことで、保育園と繋がりを

持ってもらえ、登録にも繋がった。

A

園内開催のプログラムのほか、区民ひろ

ばで未就園児親子向けのイベントを引

き続き開催する。参加者にマイほいくえ

んを周知し、登録者数を増やすととも

に、保育園と繋がりを持ってもらい、在

宅子育て家庭を支援していく。

計画事業 82
乳幼児健全育成相

談事業【再掲】
保育課

育児相談事業や

ふれあい体験保

育事業の実施を

通じて、地域の子

育て家庭に対する

育児支援の充実

を図ります。

育児情報の提供、子育て不安の解

消を目的に、保育園においてふれあ

い体験保育、育児相談を実施しま

す。

①育児相談件数

②ふれあい体験

保育件数

－ 増加
①数値上昇型

②数値上昇型

①304件

【600件】

②19件

【36件】

大規模なイベント開催をは難しい

ものの、在園児以外の家庭にお

ける子育て不安の解消を目的

に、育児相談等を積極的に行っ

た。

B
新型コロナの分類変更も踏まえ、今後

の状況を考慮しながら地域の子育て家

庭のために必要な支援を行っていく。

①195件

【600件】

②33件

【36件】

在園児以外の家庭における子育

て不安の解消を目的に、育児相

談等を積極的に行った。

B
今後の状況を考慮しながら地域の子

育て家庭のために必要な支援を行って

いく。

計画事業 158 教育相談【再掲】 教育センター

養育上の悩みや

不登校、いじめな

どの学校不適応

問題に対しての解

消及び未然防止

を図ります。

幼児期から高校卒業年代までの一

人一人の自立を支える機関として、

臨床心理士による来所相談、電話

相談を実施し、相談内容に応じて学

校や関係機関との連携を図ります。

区立幼稚園幼児教育相談では要

支援の幼児とその保護者のサポート

を行います。

教育相談取扱い

件数
－ 460件 数値維持継続型

495件

【460件】

令和4年度に引き続き学校だけ

でなく関係機関とも連携すること

で、教育相談の認知度が高まり、

相談件数が目標件数を上回っ

た。

A

・令和６ 年４ 月より中学校３ 校に区

独自で不登校対策支援員を配置し、

学校内の別室での指導を開始。

・中学校区（ 中学校及び隣接する小

学校） に配置することで、小学校段階

から不登校傾向の児童を把握し、継

続的な支援を行う。職員室にスクール

ソーシャルワーカーがいることで、教職員

との情報共有がスムーズになり、学校だ

けでは対応しきれないケースに応じて、

医療や福祉などの専門機関へとつなげ

る。

552件

【460件】

令和5年度に引き続き学校だけ

でなく関係機関とも連携したこと

で、教育相談の認知度が高まり、

終了件数よりも新規受付件数が

増えた結果、目標値を上回った。

前年度からの継続相談が増えて

いるため、丁寧な伴走支援が行

えている。

B

・心理職による、定期的な継続相談を

通じ子どもの成長 や発達に伴って生じる

問題や悩み、いじめ等に伴走支援を

し、相談者が自立できるようにしていく。

また心理職にしかできない発達検査や

継続相談を通じて、子ども自身の自己

理解や保護者の子への理解を深め、

家庭や学校内で上手にやっていけるよ

う後方支援をしていく。

・不登校対策として西池袋中学校に

チャレンジクラス（ スリジエ） を開設した

ことにより、在籍校とも連携しながら中

学進学の相談を丁寧に対応する。

計画事業 174
発達支援相談事業

【再掲】

子ども家庭支援

センター

心身の発達に困

難を持つ子どもと

その家族が、個々

の発達に合わせた

指導や助言を行

うことで家族が子

育てに自信を持

ち、安定した生活

が送れるよう支援

します。

・西部子ども家庭支援センターにおい

て、心身の発達に何らかの偏りや障

害のある乳幼児の保護者からの発

達、療育、訓練、進路等に関する相

談に応じ、助言、指導を行うととも

に、関係機関へ連絡、紹介等を行い

ます。

・西部子ども家庭支援センターにおい

て、心身の発達に何らかの問題や障

害、心配のあるお子さん、その家族を

対象に、個別や集団での訓練や必

要な支援を行います。（ 児童発達

支援事業）

発達相談件数 － 5,200件 数値上昇型
7 ,430件

【6 ,000件】

行事やイベントは概ね実施でき

た。個別の専門相談は16日分

増設し、サテライト事業として実施

した。

A

児童発達支援センターの開設に伴い、

新事業の保育所等訪問支援事業を

実施し、区民や職員、事業所を対象と

した学習会を行っていく。また、個別の

専門相談では引き続き、早期の対応を

する。

6,885件

【5,200件】

（ 132.4％）

児童発達支援センターを開設し、

区民や関係機関に区のホーム

ページや会議等で設置の周知を

行いました。　　また新たに栄養士

を配置し、食育指導や調理体験

等を実施し食に課題のある児童

の支援を強化することができまし

た。

地域支援を担う役割として関係

機関向けの学習会を実施しまし

た。

A
個別専門相談の待機期間の減少に努

めていきます。

計画事業 177
発達障害者相談窓

口【再掲】
障害福祉課

発達障害につい

て、年齢を問わ

ず、当事者、家族

からの相談に応

じ、相談内容によ

り、適切な機関に

つなぎます。

発達障害に関し、あらゆる年齢層の

当事者、家族からの相談に応じま

す。相談内容により、適切な機関へ

紹介します。

発達障害者相談

窓口の運営
－ 相談者数180人 数値上昇型

217人

【190人】

区民向けに広報としま、X、ホーム

ページ等で窓口・講演会等を幅

広く広報し、関係機関向けには

支援者ガイド・リーフレットの配布

等により窓口の周知を図った。あ

らゆる年齢層からの相談を受け

相談内容により関係機関と連携

を図った。

A

区民向けに広報としま、X、ホームペー

ジ等で窓口の周知に努め、関係機関と

は連携会議や研修開催等で連携を強

化する。個々の相談者に応じた適切な

機関につないでいく。

219人

【180人】

広報としま、ホームページ等で明

確なニーズのある区民への窓口の

周知に努めました。講演会等で

潜在的なニーズのある区民への

働きかけをし、窓口のPRを図りま

した。関係部署・機関向けには支

援者ガイド・リーフレットの配布等

により窓口の周知を図りました。あ

らゆる年齢層からの相談を受け相

談内容により関係部署・機関を

紹介しました。

A

明確なニーズのある区民へは広報とし

ま、X、ホームページ等で窓口の周知に

努めます。潜在的なニーズがある区民

には講演会等を通じ、窓口のPRを図り

ます。関係部署・機関とは連携会議や

研修開催等で連携を強化し、個々の

相談者に応じた適切な機関につないで

いきます。

計画事業 178
区立幼稚園幼児教

育相談【再掲】
教育センター －

区立幼稚園に在園する特別な支援

を必要とする幼児を対象に、グループ

活動によるソーシャルスキルトレーニン

グ及び個別支援を行います。

－ － － － 終了 終了

①相談体制の充

実と情報発信

困難を有する子ど

も・若者やその家

族の相談体制を

充実するとともに、

情報が必要な方

に届けます。

相談しやすい体制

を整備するととも

に、支援に関する

情報発信を実施

します。
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組内容（ ｒ ）

主管課

評価

（ ｓ ）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

令和6 年度実績

【】内は令和6 年度目

標値

達成率（ % ）

（ u )

事業目標に資する令和6 年度の

取組内容（ v）

主管課

評価

（ w ）

令和7 年度以降の取組の方向性

（ ｘ ）

目標（ E）

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和5 年度 令和6 年度

目標管理

計画事業 180
巡回子育て発達相

談事業【再掲】

子ども家庭支援

センター

施設職員が発達

に課題のある子ど

もと適切に関わる

ことができることを

目指します。

東部子ども家庭支援センターでは、

保育園や子どもスキップ・学童クラブを

巡回し、従事する職員に対して、発

達に課題のある子どもの保育に関す

る具体的なアドバイスを行います。ま

た施設を利用する保護者からも、子

育てや子どもの発達についての相談を

受け対応します。

巡回施設のべ訪

問件数
－ 500園 数値維持継続型

560園

【540園】

保育園、子どもスキップ、学童クラ

ブ、幼稚園を巡回し子どもの観察

と施設職員にアドバイスを行った。

特にスキップからの依頼が増加し

た。

A
引き続き、巡回訪問を実施し施設職

員へのアドバイスを実施するとともに保

護者相談対応も丁寧に行う。

494園

【500園】

保育園、子どもスキップ、学童クラ

ブ、幼稚園を巡回し子どもの観察

と施設職員にアドバイスを行いまし

た。保護者面談を実施し保護者

と施設職員が発達について共通

理解する機会をつくりました。

B
引き続き、巡回訪問を実施し施設職

員へのアドバイスを実施するとともに保

護者相談対応も丁寧に行います。

計画事業 201

更生保護サポートセ

ンターの運営支援

【再掲】

子ども若者課

保護司会の拠点

となる更生保護サ

ポートセンターの

運営経費を助成

します。

保護司会の活動拠点となる更生保

護サポートセンターを区施設内に開

設し、運営経費に助成をしています。

更生保護サポートセンターでは、保護

司による青少年相談が週２ 回実施

されています。

保護司会の拠点

となる更生保護サ

ポートセンターの運

営経費助成数

－ － －
週2回午後に青少年

相談を実施

保護司会の活動拠点となる更生

保護サポートセンターの運営支援

を行いました。更生保護サポート

センターで青少年相談を午後の

み実施しました。

B
引き続き保護司会の活動拠点となる

更生保護サポートセンターの運営支援

を行います。

週2回午後に青少年

相談を実施

保護司会の活動拠点となる更生

保護サポートセンターの運営支援

を行いました。更生保護サポート

センターで青少年相談を午後の

み実施しました。

B
引き続き保護司会の活動拠点となる

更生保護サポートセンターの運営支援

を行います。

計画事業 202
女性の専門相談

【再掲】

男女平等推進

センター

相談窓口に関す

る情報発信を行

い、被害等の重

度化・潜在化の

防止を図ります。

女性を対象に、法律に関わる相談、

人間関係等に関わるこころの相談、

DV被害に関する相談を、それぞれの

専門家が予約制にて実施していま

す。

女性の専門相談

件数
－ 125件 数値上昇型

106件

【90件（ 20件,法律・

こころ70件） 】

（ 118％）

専門家による法律相談、こころ相

談を昼、夜間それぞれに実施しま

した。DV相談は、夜間に実施し

ました。

A

専門家による法律、こころ、DVの各種

相談を継続実施します。心的支援を

強化するため、こころ及びDV相談をそ

れぞれ月1回拡充します。

141件

・DV37件・法律47

件・57件

【125件】

(113％）

今年度からDV相談、こころ相談

をそれぞれ月1回ずつ増やすこと

で、相談件数が増加しています。

特にDV相談は、これまでの夜間

相談に加え平日の午後に広げ、

個々の生活状況に合わせて相談

できるようになりました。

A

一般相談との連携を強化しながら、専

門家による法律、こころ、DVの各種相

談を継続実施し、相談者の悩みに寄り

添い課題解決できるよう支援します。

計画事業 210

子ども・若者及びそ

の家族への支援情

報の提供

子ども若者課

SNSなどを活用

し、支援が必要な

子ども・若者に情

報を届けます。

支援が必要な子ども・若者やその家

族に対して支援に関する情報が届く

よう、インターネット等も活用して情報

の提供に努めます。

区公式ツイッター

への投稿数
－

12回
数値上昇型

4回

【10回】

ホームページ、としまテレビ、出前

講座、広報等を活用した情報発

信に加え、公式LINEで土日休

日もつながる窓口等の情報提供

も開始した。

C

情報発信ツールの中でも、支援が必要

な子ども若者の目に留まりやすいLINE

などのツールを活用した情報発信（ 通

知機能） を開始する。

7回

【10回】

（ 70％）

LINE情報発信を開始したため、

ツイッターへの投稿は廃止となりま

した。

B
令和6年度末にLINE運用終了しまし

た。今後はデジタルを活用した新たな情

報発信を検討してまいります。

計画事業 211
子ども・若者支援者

への情報提供
子ども若者課

ホームページやメ

ルマガ等で情報発

信します。

子ども・若者支援に関わる区民、関係

機関や職員等に対し、困難を有する子

ども・若者の構造や背景を理解するため

の研修や講演会を開催し、支援に必要

な情報提供を行います。

メルマガ登録者数 － 500名 数値上昇型

184名

【500名】

※LINEの友だち人数

メルマガの配信は休止中。ホーム

ページ、としまテレビ、出前講座、

広報等で情報発信を行った。

C
LINEを活用した情報発信（ 通知機

能） を開始する

179人

【500人】

（ 36％）

月に1度、通知機能を活用して

居場所や相談先の情報を登録

者へ発信しました。

C
令和6年度末にLINE運用終了しまし

た。今後はデジタルを活用した新たな情

報発信を検討してまいります。

計画事業 151

としまscope【再掲】

(令和3年度より、

「「わたしらしく、暮ら

せるまち。」推進事

業」に変更)

SDGs未来都市

推進課

シティプロモーショ

ン課

「わたしらしく、暮ら

せるまち。」をテー

マに、地域と暮ら

しの情報や、公民

連携情報の発信

などを行います。

主に働く世代や子育て世代を対象と

して、SNS（ Facebook） を活用

し、「わたしらしく、暮らせるまち。」を

テーマに、「まちの主役は、ここに住む

ひと、働くひと。」として、地域と暮らし

の情報や、公民連携情報の発信な

どを行います。

Facebookフォロ

ワー数

（ R2.3現在

1,909人）

－ 2,400人 数値上昇型

「としまSDGsアクショ

ン! 」facebook　フォ

ロワー

2,514人

【2 ,450人】

庁内のイベント情報の発信などを

行った。
B

「としまSDGsアクション! 」facebookは

引き続き、庁内イベント情報等を発信

していく。

「としまSDGsアクショ

ン! 」facebook　フォ

ロワー

2,528人

【2,450人】

庁内のイベント情報の発信などを

行った。
B

令和6年度をもって本アカウントの運営

を終了した。

（ 本アカウントは「わたしらしく、暮らせる

まち。」推進事業の一環として開始した

ものであった。令和5年度の組織改正

に伴いSDGs未来都市推進課が一時

的に引き継いだが、「わたしらしく、暮ら

せるまち。」推進事業の予算も令和5

年度をもって終了となった。令和6年

度、1年間暫定的にそのまま運用をして

きたが、令和7年3月31日をもって終了

することとした）

①相談体制の充

実と情報発信

困難を有する子ど

も・若者やその家

族の相談体制を

充実するとともに、

情報が必要な方

に届けます。

相談しやすい体制

を整備するととも

に、支援に関する

情報発信を実施

します。
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令和5 年度 令和6 年度

目標管理

計画事業 212
スポーツ推進委員事

業

生涯学習・ス

ポーツ課

子ども・若者から大

人までの幅広い世

代の区民に対し、

各種スポーツの実

技指導やスポーツに

関する指導を行

い、区民のスポーツ

やレクリエーション活

動への参加を促し、

健康増進の一助と

する。また、スポーツ

を通じて、子ども・若

者世代の健全な育

成を図る。

スポーツ・レクリエーションの普及・振

興のため、地域におけるスポーツ活動

の指導・助言と、区のスポーツ・レクリ

エーション関係事業「としまスポーツま

つり」や「ハイキング」など子どもから高

齢者まで楽しく参加できるイベントを

企画・運営します。また、スポーツを通

じた地域コミュニティの場として、区内

1か所で総合型地域スポーツクラブの

活動を展開します。

事業数 － 11事業 数値維持継続型

10事業

【11事業】91％

※中止1事業は「としま

スポーツまつり　雨天に

よる中止

各種大会や親善交流大会、ス

ポーツイベントの実施を通して、ス

ポーツに親しむことによる子ども、

若者世代の健全育成のための取

り組みを進めることができた。

A

事業が継続して実施され、子ども、若

者世代が今後もスポーツに親しむことが

できるよう、情報発信にも力を入れてい

く。

11事業

【11事業】100％

各種大会や親善交流大会、ボッ

チャの講師派遣、ハイキング、総

合型地域スポーツクラブ、スポーツ

イベントの実施を通して、スポーツ

に親しむことによる子ども、若者世

代の健全育成のための取り組み

を進めることができました。

A
引き続き子ども・若者世代を中心に誰

もがスポーツに親しむことができるよう事

業の継続と充実を図ります。

計画事業 213
民生委員・児童委

員事業
福祉総務課

民生委員・児童

委員が研修等で

地域の現状や支

援制度等を学

び、子ども・若者を

見守り・相談・支

援活動を実施す

る。

乳幼児や児童のいる家庭の生活を

常に見守り、その生活状況の把握に

努めるとともに、必要に応じ相談・支

援を行います。ケースによっては、区に

対し的確な情報提供を行い、望まし

い福祉サービスにつなげるための活動

を展開します。また、児童虐待など子

どもの権利が不当に侵害されている

ケースなどについては、関係機関との

適切な連携により、その解決に協力

します。

①協議会開催数

②支援活動の実

施数

－

①年1回協議会

を開催

②年間10回の会

議及び支援の実

施。

①数値維持継続

型

②数値維持継続

型

①児童委員、児童相

談所及び学校等が集

い、児童問題について

協議会を実施【年１

回】　12月4日、参加

者222人

②年間11回の会議及

び支援を実施。【年10

回】

①児童委員、児童相談所及び

学校等が集い、児童問題につい

て協議会を実施【年１ 回】　12

月4日、参加者222人

②主任児童委員と教育事務局

による意見交換会の実施【年1

回】7月27日、参加人数　22人

➂児童委員と主任児童委員が

学校訪問を実施【年30校】延べ

参加人数60人

④各地区子育てサロンの実施

【年104件】延べ参加人数3347

人

A

①児童委員、児童相談所及び学校

等が集い、児童問題について協議会を

実施します。

②主任児童委員による研修の機会を

増やし、関係機関との連携をさらに深

め、相談・支援活動を実施していきま

す。

➂主任児童委員・児童委員による子

育てサロンの開催および学校訪問を本

格的に実施していきます。

①児童委員、児童相

談所及び学校等が集

い、児童問題について

協議会を実施【年１

回】

②学校訪問３ ０ 校及

び子育てサロン【９ ０

件】

①児童委員、児童相談所及び

学校等が集い、児童問題につい

て協議会を実施【年１ 回】　11

月5日、参加者136人

②主任児童委員と教育事務局

による意見交換会の実施【年1

回】7月30日、参加人数　23人

➂児童委員と主任児童委員が

学校訪問を実施【年30校】延べ

参加人数237人

④各地区子育てサロンの実施

【年104件】延べ参加人数3163

人

A

①児童委員、児童相談所及び学校

等が集い、児童問題について協議会を

実施します。

②主任児童委員の欠員補充を行い、

関係機関との連携をさらに深め、相談・

支援活動を実施していきます。

➂主任児童委員・児童委員による子

育てサロンの開催および学校訪問を本

格的に実施していきます。

計画事業 214
青少年育成委員会

支援事業
子ども若者課

青少年育成委員

会への補助金と、

資質向上のため

の研修会を実施

します。

各地区青少年育成委員会は、独自

に地域の実情に応じた形でイベントを

開催し、青少年の健全育成と地域

の親睦を深める活動をしています。区

は各地区が行う健全育成事業に対

する補助金の支出、連合会に対する

補助金の支出、「としまのいくせい」の

作成、委員の資質向上のための研

修会を実施します。

青少年育成委員

研修会等参加者

数

－ 200人 数値維持継続型
255人

【200人】

3年度から実施を見送っていた講

演会では、若者への支援ni関す

る講演を一般公開で実施しまし

た。情報連絡研修会では社会福

祉に関する研修を実施し、委員

の資質向上を図りました。また、

委員研修として人権プラザの視

察も実施しました。

A

講演会は人権について一般公開で実

施を予定しています。委員研修では東

京都の「地区委員会アドバイザー派

遣」を活用し委員の資質向上を図りま

す。

230人

【200人】

講演会では子どもの人権に関する

講演を一般公開で実施しました。

情報連絡研修会では子どもの権

利相談室に関する見学・研修を

実施し、委員の資質向上を図り

ました。

A

講演会は40周年記念事業として、学

校運営を題材に一般公開で実施を予

定しています。また委員研修では東京

都の「地区委員会アドバイザー派遣」を

活用し委員の資質向上を図ります。

計画事業 215
コミュニティソーシャル

ワーク事業
福祉総務課

制度の狭間の課

題や複合的な課

題を抱えた人々に

対して、民生委

員・児童委員、青

少年育成委員等

の関係機関と連

携して支援を行っ

ていきます。

・コミュニティソーシャルワーカー（ CS W）

は、地域福祉を推進するコーディネー

ターとして、①専門相談支援機関へのつ

なぎ役、②個別支援・地域支援を通じ

た地域づくり、③関係機関との連携支

援などを行っています。

・CSW は、区内8 か所の区民ひろばに2

～3名常駐し、相談対象、相談内容に

関わらず、暮らしに関わることすべてに対

して、電話、訪問、来所、相談会等によ

る個別相談支援を実施しています。

※令和2年度より事業内容一部変更

ひきこもり、子育

て・教育、虐待に

関する個別相談

支援件数

－ 2,467件 数値上昇型
1 ,664件

【2 ,303件】

新型コロナウイルス感染症が収束

後も、区民の不安や困りごとに対

して、感染症対策を十分に行い

ながら、相談支援活動を実施し

ました。

ひきこもりに関する相談件数が、

以前より減少傾向が見られます。

B

新型コロナウイルス感染症が収束後

も、ひきこもり、子育て・教育、虐待等、

区民のさまざまな不安や困りごとに対し

て、相談支援活動を実施していきま

す。

1,286件

【2,467件】

相談件数は前年度より減少して

いますが、民生委員、主任児童

委員をはじめとする地域の多様な

関係機関と連携して相談支援を

行いました。

なお、令和6年度にコミュニティ

ソーシャルワーカーに寄せられた子

育て・教育などに関する相談のう

ち、約4割が在留外国人世帯か

らの相談となっています。

C

在留外国人からの相談など、新たな相

談事例の増加や、あらゆる世代におこり

うる「望まない孤独・孤立」等のさまざま

な問題について、引き続き、地域住民

や多様な主体とともに、地域課題の解

決や予防につながる取り組みを推進し

ていきます。

計画事業 216
地域福祉サポーター

の養成と推進

社会福祉協議

会

地域住民による

支えあい活動を実

施することで、「お

たがいさま」の地域

共生社会の実現

を目指します。

地域の中で不安や悩みを抱えた人た

ちに気づいた時に、声をかけたり関係

機関につなげるなどの活動を行う、地

域の小さなアンテナ役「地域福祉サ

ポーター」を養成します。

地域福祉サポー

ター登録者数
－ 500名 数値維持継続型

257名

【500名】

コロナ禍において推進が停滞して

いた地域福祉サポーターについて

の法人内理解を目的に内部研

修を実施。

B

・ボランティア活動のきっかけ、最初の一

歩としてのボランティア登録の受け皿とし

て、登録者に有効な情報提供をしてい

く。

・交流会・学習会等再開し、地域福祉

サポーター登録者同士のつながりの場

づくりを行う。

252名

【500名】

（ 50.4％）

・地域福祉サポーターへ、コミュニ

ティソーシャルワーカーなどが実施

しうる講演会の案内や地域活動

への参加のきっかけづくりを行った。

・新規登録研修を実施できず、

登録者を増やすことができなかっ

た。

C

地域福祉サポーターの役割や位置づ

け、登録研修プログラムの見直し等を

行い、地域住民がより主体的に地域

活動へ参画し、活躍することができるよ

うに取り組む。

計画事業 217
地域活動交流セン

ター管理運営

区民活動推進

課

さまざまな地域活

動団体の活動及

び交流を支援・促

進し、地域力の向

上及び地域の課

題の解決を目指

します。

Ｎ Ｐ Ｏ 法人等の公益性のある地域

活動団体の活動及び交流の拠点と

して、地域活動交流センターを設置

し、その管理運営を行います。

施設利用人数

(延べ)
－

2,700人

【3,600人】
数値上昇型

3 ,570人

【2 ,900人】

新型コロナの収束にともない、施

設利用者数は回復し、平成29

年度の施設移転後最も多い利

用がありました。また、登録団体の

交流を目的とするイベントを開催

しました。

A

地域活動交流センター運営協議会と

連携し、地域活動団体の活動及び交

流の促進のため、利用しやすい施設の

運営に取組みます。

3,353人

【3,000人】

目標を超える3,353人の利用が

ありました。登録団体の交流イベ

ントを回数を増やして開催しまし

た。また、登録団体による共催セ

ミナーでは子育て世代の参加があ

りました。

A
地域活動交流センター運営協議会と

連携し、地域活動団体の活動及び交

流を促進する施設運営に取組みます。

①地域の子ども・

若者支援活動、

子育て支援活動

への支援

地域の子ども・若

者の支え手の育

成や支援を推進し

ます。

民生委員・児童

委員や青少年育

成委員等の子ど

も・若者を支援す

る活動を支援しま

す。

目標６ 「子ども・若者の健やかな成長 を地域全体で支援する」

（ １ ） 地域の力の活用

40



【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組内容（ ｒ ）

主管課

評価

（ ｓ ）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

令和6 年度実績

【】内は令和6 年度目

標値

達成率（ % ）

（ u )

事業目標に資する令和6 年度の

取組内容（ v）

主管課

評価

（ w ）

令和7 年度以降の取組の方向性

（ ｘ ）

目標（ E）

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和5 年度 令和6 年度

目標管理

重点事業 218

子ども若者支援ネッ

トワーク「ここにいる

よ」

子ども若者課

子ども・若者支援

に関わる活動団

体や行政で包括

的・横断的な支

援ネットワークを構

築し、支援に関す

る情報交換や支

援者の質の向上

に取り組みます。

子ども・若者支援に関わる多分野の

団体や区民に対して、専門知識など

の研修会や情報交換の機会となるイ

ベントなどを実施します。

ネットワークイベン

ト

参加者数

244人
200人→80人

【400人】
数値維持継続型

127人

【200人】

( 63 .5％)

ネットワーク会議はパネルディスカッ

ション、ワールドカフェの2部構成で

意見交換を行った。講演会は全

国の若者支援の取組み、区内の

子ども支援の取組みについて発

表形式（ 運営団体） で行った。

B

子ども若者支援の民間団体と行政が、

また民間団体同士が顔を合わせ、お互

いの活動を知り連携方法を確認できる

イベントを実施する。実践で活用できる

ネットワーク構築を目指す。

54人

【80人】

（ 68％）

これまで年間2回実施していた会

議を令和6年度より1回の実施と

した。

令和6年度は元ひきこもり当事者

の方に「心をひらく一歩　～支援

者の経験から学ぶ対話の方法

～」というテーマで講演会を実施。

その後はいくつかのテーマに基づき

参加者同士が意見交換を行っ

た。

C

引続きネットワーク会議を実施していく。

本会議は子ども若者支援地域協議会

の実務者会議の一環として実施してい

る。

7年度は委員の整理を行い要綱改正

を行う予定。また更に支援者同士が横

のつながりを構築し実務に活かしていけ

るよう開催テーマや形式を検討してい

く。

計画事業 219

若者支援ネットワー

クの構築（ 子ども・

若者支援地域協議

会）

子ども若者課

子ども若者支援

地域支援協議会

を実施し、支援者

間のネットワーク形

成に努めます。

社会生活を営むうえでの困難を有す

る子どもや若者に対し、関係機関等

が行う支援を適切に組み合わせるこ

とにより、効果的かつ円滑な実施を

図ることを目的に、豊島区子ども若

者支援地域協議会を運営し、ネット

ワーク形成を行います。

子ども若者支援

地域協議会実施

回数

－ ４ 回 数値維持継続型
10回

【4回】

青少年問題協議会3回

子どもの施策調整会議3回

実務者会議（ 居場所会議） 4

回行った。

B
子ども若者支援ネットワークのイベント

を、子ども若者支援地域協議会の「実

務者会議」に位置付ける。

10回

【4回】

（ 250％）

青少年問題協議会3回

子どもの施策調整会議3回

実務者会議（ 居場所会議） 4

回

全10回実施しました。

A
子ども若者支援地域協議会の加入団

体を増やし、ネットワークを広げることで

支援者同士の横の関係を構築します。

計画事業 220

生活困窮者自立支

援事業（ 支援調整

会議の開催）

福祉総務課

子どものいる世帯

も含めた各世帯

へ、具体的な支

援を提供し、早期

に困窮状態から

脱するプランを提

供するため、関係

機関連携のもと支

援調整会議を開

催します。

子どものいる世帯者の相談に対し、

支援に関わるくらし・しごと相談支援

センター関係者や関係機関事業者

等が、親と子ども両者の支援プランを

策定する会議を定期的に開催してい

ます。その他情報共有及び支援方

針を調整することで最適な支援を継

続できるよう関係者と検討していま

す。

プラン作成数 － 500件 数値上昇型
360件

【450件】

相談件数が若干減少したためプ

ラン作成数も減少した。
B

相談者のいち早い自立に繋がるよう、

適切に支援プランを策定しその実施を

サポートする。

257件

【500件】

（ 51.4% ）

子育て世帯も含む生活困窮世

帯が早期に困窮状態から脱却で

きる支援プランを提供するため、

関係機関と連携のもと支援調整

会議を開催しました。

しかしながら、有効求人倍率の上

昇等を背景に、コロナ収束以降

は新規相談者が減っており、プラ

ン作成件数も減少しました。

C

コロナ収束以降新規相談者が減り、プ

ランの策定件数も減少していることか

ら、潜在的な生活困窮世帯の掘り起こ

しのため、制度や窓口に関する広報活

動に力を入れていきます。

計画事業 221
豊島区子育てネット

ワーク会議

子ども家庭支援

センター

親子の孤立化防

止のために提供す

る地域の子育情

報を正確かつ迅

速に関係機関で

共有し提供しま

す。

同じ地区の子育てに関わる施設が情

報交換を行い、地域の子育て家庭

を見守っていきます。地区ごとに、定

期的に会議を開催して、情報共有・

意見交換を行っています。

出席施設数 － 225施設 数値上昇型
201施設

【190施設】

各地区の要望に合わせ対面、

Zoom で実施。全14回中2回が

Zoom で開催した。

A

コロナの状況が落ち着き情報交換の要

望が高まっているため引き続き対面と

Zoom を選択できるようにし、各施設が

出席しやすい状況を目指す。

217施設

【225施設】

各地区の要望に合わせ実施時

間を変更し実施しました。

それにより参加施設が令和５ 年

度より増加しました。

B
各施設の希望を聞き、できるだけ多くの

施設が参加できる方法で実施していき

ます。

計画事業 222
中小規模公園活用

プロジェクト
公園緑地課

利用者ニーズや地

域・周辺環境に

合わせた活用方

法を地域とともに

検討・検証し、活

動の支援を図りま

す。

地域に点在する十分に活用されてい

ない中小規模公園について、子育て

世代をはじめとした利用者ニーズや地

域・周辺環境に合わせた新たな公民

連携による活用方法を地域とともに

検討・検証し、地域コミュニティの場や

地域課題解決の場として、まちや人と

「ともに育つ公園」を目指します。

※令和2年度より事業内容一部変

更

実施公園数 － 15園 数値上昇型
26園

【20園】

パークマルシェ

コミュニティガーデンの運用、

PARK TRAUCK運行、おもちゃ

倉庫の運用、インクルーシブ遊具

の設置等、計24園で実施した。

A

引き続き、既存の取り組みを持続し、

新たな公園での活用や、インクルーシブ

遊具の設置やおもちゃ倉庫の設置を進

めていく。

22園

【20園】

パークマルシェ

コミュニティガーデンの運用、

PARK TRAUCK運行、おもちゃ

倉庫の運用、計22園で実施し

た。

A

引き続き、既存の取り組みを持続し、

新たな公園での活用や、おもちゃ倉庫

の設置を進めていく。また、公園再構築

プランにおいて、ソフト活用の拡大を検

討する。

計画事業 223
地域・大学連携事

業
指導課

区内大学や地域

の企業等と連携し

区立小・中学校

の教育活動を活

性化します。

区立小中学校の理科・数学・健康

教育・食育等において、区内大学や

地域の企業、特技を有する個人の

支援を得て教育活動を活性化しま

す。また、教員を志望する学生を指

導補助者として受け入れ、学生が教

育現場を体験する機会を創出しま

す。

区内全７ 大学と

の連携
－

区内全７ 大学と

の連携を強化
－

区内全７ 大学との連

携

立教大と連携したイングリッシュ

キャンプを実施をした。

立教大と連携したサイエンスワー

ルドを実施をした。

帝京平成大学等のインターンシッ

プの受け入れをした。

A
新たに東京国際大学も加え、区内大

学との連携を今後も推進する。

区内全８ 大学との連

携

立教大と連携したイングリッシュ

キャンプを実施をしました。

立教大と連携したおもしろサイエン

スワールドを実施をしました。

帝京平成大学等のインターンシッ

プの受け入れをしました。

A
今後も区内８ 大学との連携を行い、教

育活動を活性化します。

計画事業 224
コミュニティ・スクール

導入等促進事業

指導課（ 学校

支援担当課

長 ）

豊島区立学校に

コミュニティ・スクー

ルの導入を推進し

ます。

学校、保護者、地域の方々がともに

知恵を出し合い、学校運営に意見を

反映させることのできるコミュニティ・ス

クールの導入を推進します。豊島区

では、コミュニティ・スクールの中に子ど

もも位置付けて推進していきます。

コミュニティ・スクー

ル設置校数
－

8校

後期基本計画の

目標値にあわせて

5校→8校に修

正。

数値上昇型
3校

【3校】

令和4年4月にコミュニティ・スクー

ルを池袋中学校、高南小学校に

導入しました。

清和小学校、朋有小学校、さく

ら小学校をコミュニティ・スクール準

備校に指定し、令和6年度の本

格導入を目指し、研修を実施し

ました。

A

令和6年度は千川中学校、富士見台

小学校、池袋第一小学校、千早小学

校、西巣鴨小学校をコミュニティ・スクー

ル準備校に指定し、令和6年度の本格

導入を目指します。そして令和8年4月

1日にはすべての小中学校（ 30校）

で導入できるよう準備を進めていきま

す。

8校

【8校】

計画通り、区立小中学校8校に

コミュニティスクールを導入しまし

た。また、令和7年度に向けて、

予定より1校多い6校に対して、コ

ミュニティ・スクール準備校に指定

し、研修を実施しました。そして令

和8年4月1日にはすべての小中

学校（ 30校） で導入できるよう

引き続き準備を進めていきます。

A

コミュニティ・スクール未導入校の16校を

コミュニティ・スクール準備校に指定し、

研修を実施します。また、既に導入した

学校に対しても、他自治体の取組み事

例を紹介するなどして、更に取組みを促

進できるよう支援をしてまいります。

計画事業 225 地域子ども懇談会 放課後対策課

地域・学校・家

庭・行政が連携

し、子どもに関する

意見交換や情報

交換を行います。

地域・学校・家庭・行政が連携し、

子どもに関する健全育成活動や見

守り活動の促進、地域の子育て力や

教育力の向上を図るため、小学校

区ごとに「地域子ども懇談会」を開催

し、子どもに関する意見交換や情報

交換を行います。

実施施設数

（ 全小学校22施

設）

－ 22施設 数値維持継続型
22施設

【22施設】
全22施設で開催しました。 A

今後も全校で開催し、子どもに関する

意見交換や情報交換を行います。

22施設

【22施設】
全22施設で開催しました。 A

今後も全校で開催し、子どもに関する

意見交換や情報交換を行います。

②区民や地域団

体、大学との連

携・協働及び地

域ネットワークの形

成

子ども・若者支援

に地域全体で取り

組むためのネット

ワーク形成を図り

ます。

地域団体や事業

者間の支援ネット

ワークを構築し、

情報提供や活動

を支援します。
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組内容（ ｒ ）

主管課

評価

（ ｓ ）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

令和6 年度実績

【】内は令和6 年度目

標値

達成率（ % ）

（ u )

事業目標に資する令和6 年度の

取組内容（ v）

主管課

評価

（ w ）

令和7 年度以降の取組の方向性

（ ｘ ）

目標（ E）

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和5 年度 令和6 年度

目標管理

計画事業 14
子ども食堂ネットワー

ク【再掲】
子ども若者課

「としま子ども食堂

ネットワーク」連絡

会で情報提供等

を行い、安全な運

営のための研修

会を実施します。

地域で活動する「子ども食堂」の連

絡会「としま子ども食堂ネットワーク」

への情報提供や広報の支援を行い

ます。子ども食堂の運営方法等、運

営者同士が情報交換を通して安全

に支援活動の輪を広げていきます。

①としま子ども食

堂ネットワーク連

絡会実施回数

②研修会回数

－
①３ 回

②１ 回

①数値維持継続

型

②数値維持継続

型

①３ 回

【3回】

②2回

【1回】

子ども食堂ネットワーク会議を3回

実施し、各子ども食堂同士が情

報交換や交流を深める機会を提

供しました。研修会では防災につ

いてと、地域の子ども若者支援

ネットワークと合同でワークショップ

を実施しました。

A

子ども食堂ネットワーク会議を3回程度

実施し、各子ども食堂間の情報共有や

情報交換を行う機会を提供します。ま

た、新規の子ども食堂も増え、会食の

再開も増えているため、セーフガーディン

グの研修等を実施し、スタッフの意識の

向上を図ります。

①３ 回

【3回】

②2回

【1回】

子ども食堂ネットワーク会議を3回

実施し、各子ども食堂同士が情

報交換や交流を深める機会を提

供しました。研修会ではヤングケア

ラー・セーフガーディングについて

と、地域の子ども若者支援ネット

ワークと合同でワークショップを実

施しました。

A

子ども食堂ネットワーク会議を3回程度

実施し、各子ども食堂間の情報共有や

情報交換を行う機会を提供します。ま

た、新規の子ども食堂も増え、会食の

再開も増えているため、様々な種類の

研修等を実施し、スタッフの意識の向

上を図ります。

計画事業 28

としま子ども学習支

援ネットワーク「とこ

ネット」【再掲】

福祉総務課

毎月の定例会に

おいて、子ども達

の学習指導にお

ける情報共有と意

見交換を実施す

ることで、効果的

な支援を実施しま

す。

地域で活動する無料学習支援団体

をネットワーク化し、としま子ども学習

支援ネットワーク「とこネット」を設立。

共通する課題及び効率的な運営の

ノウハウを共有する場を設けるとともに

活動を支援します。

とこネット定例会の

開催数
－ 12回 数値維持継続型

12回

【12回】

感染状況は落ち着いたが、効率

面等を重視し引き続きオンライン

にて開催した。

B
必要に応じてZOOMなどを利用しなが

ら、情報交換及び意見交換の場を維

持していく。

12回

【12回】

（ 100% ）

効率面等を重視し主にオンライン

にて開催、半年に一度対面にて

開催しました。

A

引き続きオンラインでの開催を続けつ

つ、定期的に対面での開催を行い、団

体間、および区と団体での情報共有、

意見交換の場を維持していきます。

新規事業 新規
SDGs達成の担い手

育成事業

指導課（ 学校

支援担当課

長 ）

学校を中心とした

取り組みを通じて

大人も子供もとも

に持続発展都市

を作り上げる担い

手を育成します。

区立小中学校全30校が保護者・地

域・企業・大学などが協働でSDGs

目標達成に向けた取組を推進しま

す。

区立小中学校全

30校が保護者・

地域・企業・大学

などが協働で

SDGs目標達成

に向けた取組を継

続的に実施する。

－

学校と保護者、地

域、企業等との連

携によるSDGｓ の

取り組みを定着さ

せる。

－

区立小中学校全30

校で保護者、地域、企

業等との連携による

SDGｓ の取り組みを継

続します。

令和3、4年度に引き続き学校と

保護者、地域、企業等との連携

の取り組みの支援をするとともに

SDGｓ フェスティバル等を開催し

ました。

また、自分たちで「住み続けられる

未来の豊島区」について考える

「SDGsアイデアコンテスト」や「豊

島区こども未来国連会議」に多く

の区内小学校の児童が参加しま

した。

A

これまでのS DGsの取組みの中で培った

地域や企業の方とつながりを活かし、今

後は小中学校で導入を進めております

コミュニティ・スクールの活動の中で、

SDGsの推進をしてまいります。

－

令和5年度引き続き学校と保護

者、地域、企業等との連携の取り

組みの支援をするとともにSDGｓ

フェスティバル等を開催しました。

令和3年度～令和6年度ですべ

ての幼稚園、小学校、中学校で

SDGsの取組みの発表を行いまし

た。

A

これまでのSDGsの取組みの中で培った

地域や企業の方とつながりを活かし、今

後は小中学校で導入を進めております

コミュニティ・スクールの活動の中で、

SDGsの推進をしてまいります。

重点事業 226

ワーク・ライフ・バラン

ス推進企業認定制

度

男女平等推進

センター

企業のワーク・ライ

フ・バランスに対す

る理解を深め、働

きやすい職場づくり

を推進します。

区内に本社又は主たる事業所がある

企業を対象に、ワーク・ライフ・バラン

スを積極的に推進する企業を区が認

定します。認定書の授与、区ホーム

ページで取組の紹介等を行い、認定

企業は、企業が発行する印刷物等

に認定マークを使用できます。

認定企業数 50社 75社→65社 数値上昇型

59社→57社

【70社】→【65社】

( 79％)→（ 88% ）

令和５ 年8月～10月認定企業

募集、12月認定審査、令和６

年1月認定書を授与しました。

認定更新に係る事業者負軽減

のため、認定期間を2年から3年

に延長 しました。

制度周知を充実し、区内大学を

含む新規5社を認定しました。

B

目標達成に向けて、認定企業（ 事業

者） の増加を図るため、そのメリットとも

なる、区ホームページでの認定企業の

取組み状況の公表を積極的に進めま

す。

また、より多くの事業者が参加できる仕

組みを検討します。

59社

【65社】

(91％)

令和6年8月～10月認定企業

募集、12月認定審査、令和7年

1月認定書を授与しました。

チームとしま所属企業への訪問説

明など、制度周知を充実し、新

規6社を認定しました。

B

目標達成に向けて、認定企業（ 事業

者） の増加を図るため、そのメリットとも

なる、区ホームページでの認定企業の

取組状況（ 女性活躍に関する取組な

ど） の公表を積極的に進めます。

また、より多くの事業者が参加できるよ

う、申請企業範囲の拡大 等を検討しま

す。

計画事業 227
企業･事業所への啓

発事業

男女平等推進

センター

ワーク・ライフ・バラ

ンスに関する講演

や交流会を行い、

区内企業に対し、

ワーク・ライフ・バラ

ンス推進に向けた

普及啓発を図りま

す。

区内の企業・事業所に対し、働き方

の見直しなどワーク・ライフ・バランスの

推進に向けた情報提供・普及啓発

を行います。

－ － － － －

としまワーク・ライフ・バランスネット

ワークミーティングを東京都との共

催事業として開催しました。「ハラ

スメントへの正しい対応」「急がれ

る介護離職の防止」をテーマに区

内企業へ情報提供・啓発を行い

ました。

B

東京都との共催事業として、としまワー

ク・ライフ・バランスネットワークミーティン

グを開催し、区内企業への情報提供・

啓発を行います。

－

としまワーク・ライフ・バランスネット

ワークミーティングを東京都との共

催事業として開催しました。令和

6年度は、「アンコンシャスバイアス

を知る・気づく」「アンコンシャスバイ

アスに対処する」をテーマに区内

企業へ情報提供・啓発を行いま

した。

B
引き続き、区内の企業・事業所に対

し、ワーク・ライフ・バランスの推進に向け

た情報提供・普及啓発を行います。

計画事業 228
ワーク・ライフ・バラン

スフォーラムの開催

男女平等推進

センター

ワーク・ライフ・バラ

ンスに関する講演

会を実施し、地域

全体でワーク・ライ

フ・バランスについ

て考えるきっかけを

作ります。

ワーク・ライフ・バランスの意義・重要

性を区民・事業者が理解し取組むた

めに、ワーク・ライフ・バランスに関する

フォーラムを開催します。

ー － － － －

区民・事業者のワーク・ライフ・バ

ランスに対する意識を高めるため

に、ワーク・ライフ・バランスフォーラ

ムを開催しました。

B
区民・事業者のワーク・ライフ・バランス

に対する意識を高めるために、ワーク・ラ

イフ・バランスフォーラムを開催します。

－

ワーク・ライフ・バランスに対する意

識を高めるために、区民向け、事

業者向けにそれぞれ講座を開催

しました。

B

ワーク・ライフ・バランスの意義・重要性

を区民・事業者が理解し取り組むため

に、引き続きワーク・ライフ・バランスに関

する講座を開催します。

計画事業 229

モデル事業所として

のワーク・ライフ・バラ

ンスの推進

人事課

すべての職員がそ

れぞれの生活環

境に応じた、よりよ

い「働き方」と「キャ

リアプランの形成」

に取り組みます。

職場でのワーク・ライフ・バランス及び

子育て支援・両立支援を進めるため

に、特定事業主行動計画に基づく取

組を推進していきます。

①年間20日の年

次有給休暇の取

得率

②男性職員の育

児休業等の取得

率

③管理職に占め

る女性の割合

－

①80％

②50%

③30%

①数値維持継続

型

②数値維持継続

型

③数値維持継続

型

①80.4%

【80％】

②70.4％

【50％】

③23.6%

【30％】

①個人目標・達成シートを継続

して活用し、目標の取得率を上

回った。②育児休業の分割取得

を可能にする制度の活用を推進

し、取得率上昇へつなげた。

③女性管理職や係長 へのインタ

ビュー記事を掲載し、昇任意欲を

醸成する取組みを継続して行っ

た。

B

引き続き、継続して取組みを実施す

る。

年次有給休暇の取得については、【原

則】年間１ ６ 日以上目標と表記を改

める。

また、育児休業の取りやすい環境作り

に当たっても、継続して所属長 の意識

を高めていく取組みを行う。

①78.6%

【80％】

②71.1％

【50％】

③25.5%

【30％】

①個人目標・達成シートを継続

して活用した。②育児休業の分

割取得を可能にする制度の活用

を推進し、取得率上昇へつなげ

た。

③女性管理職や係長 へのインタ

ビュー記事を掲載し、昇任意欲を

醸成する取組みを継続して行っ

た。

B

引き続き、継続して取組みを実施す

る。

また、育児休業の取りやすい環境作り

に当たっても、継続して所属長 の意識

を高めていく取組みを行う。

ワーク・ライフ・バラ

ンスへの意識を地

域ぐるみで高めて

いきます。

③仕事と生活の

調和の実現のた

めの働き方の見直

し

企業や事業者に

対する普及啓発

や、認定制度など

を実施します。

子ども・若者支援

に地域全体で取り

組むためのネット

ワーク形成を図り

ます。

地域団体や事業

者間の支援ネット

ワークを構築し、

情報提供や活動

を支援します。

②区民や地域団

体、大学との連

携・協働及び地

域ネットワークの形

成
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年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）
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重点事業 230
子育てファミリー世帯

への家賃助成事業

福祉総務課

子育てファミリー世

帯を区内の良質

な民間賃貸住宅

に誘導し、居住環

境の改善及び定

住化を図ります。

区内の良質な民間賃貸住宅に転

入・転居した場合に、一定の要件を

満たす子育てファミリー世帯に対し、

転居後の家賃と基準家賃との差額

の一部を一定期間助成します。

新規家賃助成数

  ↓

受給件数へ変更

30件

※賃助成総件数

123件

60件 数値維持継続型

受給件数203件

　　↓

206件【205件】

ホームページ、子育て情報ハンド

ブックでの周知を行った。

豊島区居住支援協議会等の関

係団体を通じた周知を図り、継

続して事業を実施した。

B
・施策面を担う住宅課とともに、国籍要

件変更を含め、制度の検討を行う。

190

【202】

94 .1％

ホームページ、子育て情報ハンド

ブックでの周知を行った。

豊島区居住支援協議会等の関

係団体を通じた周知を図り、継

続して事業を実施した。

施策面を担う住宅課とともに、国

籍要件変更を含め、令和7年度

に向けて制度の検討した。

B
令和7年度から制度を変更した。円滑

な運用を目指す。

計画事業 231
空き家利活用推進

事業

住宅・マンション

課

空き家の利活用

の推進により、ファ

ミリー層向けの住

まい環境を提供し

ます。

空き家活用と地域コミュニティの活性

化を図るため、戸建て空き家を活用

したいオーナーと、その建物で地域貢

献活動（ 多世代の交流の場、子ど

もの居場所となる場の運営等） をし

たい団体をマッチングするとともに、空

き家の改修に必要な経費の一部を

補助します。

地域貢献型空き

家利活用事業の

事業化件数（ 累

計）

－ 8件 数値上昇型
2件→5件

【3件】→【6件】

広報としま、区ホームページ、空き

家セミナー開催、リーフレットの配

布等を通じて、広く空き家オー

ナーに事業の周知・啓発を行っ

た。

A

空き家の活用事例を空き家オーナーに

周知することにより、空き家の登録件数

や、空き家の活用を希望する団体との

マッチングの機会を増やし、民間で空き

家活用に取り組んでいる人達の連携を

強化していきます。また、オーナー、地域

貢献団体の双方にとってより使いやすい

事業になるよう、事業期間の見直し等

についての検討を行います。

6件

【8件】

・広報としま、区ホームページ、空

き家セミナー開催、リーフレットの

配布等を通じて、広く空き家オー

ナーに事業の周知・啓発を行っ

た。

B

これまでの取組みにおける利活用事業

者との連携や、セミナー等での事例周

知等により、事業の活用実績向上を目

指す。

また、居住支援協議会登録団体や民

間事業者等への働きかけにより新たな

利活用事業者の発掘を行うとともに、

他課が実施している支援事業等との連

携を模索する。

計画事業 232
近居・多世代同居

の推進

住宅・マンション

課

親子で支え合い

ながら子育てでき

る住まい環境を促

進します。

親子で支え合いながら子育てできる

環境を整備するため、子育て世帯が

親世帯と同居・近居する場合の住み

替え支援を検討します。

同居・近居する場

合の住み替え支

援制度の構築

－ － － － 他区の状況を調査・検討した。 B

R6年３ 月に策定した住宅マスタープラ

ン（ 後期5年） においても引き続き同

居・近居支援制度を検討するとしてお

り、支援内容についての具体的な検討

を行っていきます。

－

・子育て世帯が区内で親世帯と

近居・同居する場合の引っ越し費

用等の初期費用を助成する「多

世代近居・同居支援事業」の検

討を行い、令和7年度から新たに

実施することとなった、

A
多世代近居・同居支援事業について

は様々な機会を捉えた周知を行い、制

度の利用を推進する。

計画事業 233
公共施設の赤ちゃん

スペース設置・周知
子育て支援課

安心して赤ちゃん

と一緒にお出かけ

できるようサポート

します。

安心して乳児を連れて外出ができる

よう、区民ひろばや子ども家庭支援セ

ンター等の地域の公共施設に、授乳

やおむつ交換ができるスペースを設置

し、周知します。

設置済み区立施

設数
－ 30施設 数値上昇型

29施設

【30施設】

区ホームページの更新、ステッカー

の貼り替えなどにより周知を実施

した。

B
引き続き設置施設増加に向け、関係

部署への事業周知等を実施する。

34施設

【30施設】

区ホームページの更新、ステッカー

の貼り替えなどにより引き続きの周

知を実施しました。

A
着実な設置施設増加に向け、関係部

署への事業周知や情報提供等を適切

に実施します。

計画事業 234 薬物乱用防止教育 指導課

薬物乱用防止に

関する学習及び

教員研修を実施

します。

医薬品の正しい使い方や危険ドラッ

グなどの使用防止の学習「薬物乱用

防止教室」を年間指導計画に位置

付け、学校薬剤師や警察と連携して

年１ 回以上実施します。また、教員

に対しても生活指導主任研修会等

で、おくすり教育、薬物乱用防止教

育の研修を行います。

小学校６ 年生、

中学校３ 年生で

の授業の実施数

－

年１ 回以上、小

学校６ 年生、中

学校３ 年生での

授業を実施

数値維持継続型

年１ 回以上、小学校

６ 年生、中学校３ 年

生での授業を実施

【年1回以上】

警察や地域活動団体による薬物

の危険性を訴える出前の授業の

実施をした。

薬剤師による薬の正しい服用等

についての学習を実施した。

B 今後も推進する。

年１ 回以上、小学校

６ 年生、中学校３ 年

生での授業を実施

【年1回以上】

警察や地域活動団体による薬物

の危険性を訴える出前の授業の

実施をしました。

薬剤師による薬の正しい服用等

についての学習を実施しました。

A 今後も推進します。

計画事業 235 情報モラル教育 指導課

情報ネットワーク

社会に対応した

児童・生徒の情

報活用能力の育

成及び情報モラル

教育を充実しま

す。

情報ネットワーク社会に対応するた

め、タブレットＰ Ｃ を活用し、児童・

生徒の情報活用能力を育成するとと

もに、情報モラル教育及び情報セ

キュリティ意識向上のための指導の充

実を図ります。

Ｓ Ｎ Ｓ ルールの年

一回の見直し

情報モラル教室の

全校実施

－

Ｓ Ｎ Ｓ ルールの年

一回の見直し

情報モラル教室の

全校実施

－
Ｓ Ｎ Ｓ ルールの年一

回の見直し

小中学校における児童会や生徒

会活動の中での自主的なルール

の見直しを各校で実施した。

B 今後も推進する。
Ｓ Ｎ Ｓ ルールの年一

回の見直し

小中学校における児童会や生徒

会活動の中での自主的なルール

の見直しを各校で実施しました。

A 今後も推進します。

計画事業 236

PTAと連携した

「SNSルール」の活

用

庶務課

携帯電話やスマー

トフォンの使い方に

ついて、PTAと連

携して、周知をす

る。

携帯電話やスマートフォンの使い方に

ついて、PTAと連携して、児童・生徒

が自らの体験をもとに改善を図る

「SNSルール」を周知し、家庭や学校

での指導を徹底します。

－ － － － 統合 統合

計画事業 237
不健全図書類等規

制対策事業
子ども若者課

不健全図書類等

の自動販売機調

査を実施し、環境

浄化活動を行い

ます。

昭和60年10月に施行された「豊島

区不健全図書類規制に関する条

例」に基づき、地区の青少年育成委

員会の協力のもとに不健全図書類

等の自動販売機調査を行い、より一

層の環境浄化活動を行います。

不健全図書類等

の自動販売機設

置数

－ 0件 数値維持継続型 －

不健全図書類等の自動販売機

の設置がないことから、区独自の

調査の実施はなく、東京都の東

京都青少年健全育成協力員に

各地区の育成委員が委嘱を受

け、書店、コンビニエンスストア、ビ

デオソフト店などへの環境浄化活

動を行っています。

A
各地区育成委員の協力により東京都

からの委嘱を受け、引き続き環境浄化

活動を実施します。

－

不健全図書類等の自動販売機

の設置がないことから、区独自の

調査の実施はなく、東京都の東

京都青少年健全育成協力員に

各地区の育成委員が委嘱を受

け、書店、コンビニエンスストア、ビ

デオソフト店などへの環境浄化活

動を行っています。

A
各地区育成委員の協力により東京都

からの委嘱を受け、引き続き環境浄化

活動を実施します。

（ ２ ） 安全・安心な社会環境の整備

子ども・若者に有

害な環境への対

策を推進します。

インターネット利用

や薬物乱用防止

に関する教育・普

及啓発に取り組み

ます。

①子育て世帯に

やさしいまちづくり

の推進

②有害環境等へ

の対応

子育て家庭に優し

い住まいや生活の

実現を図ります。

ファミリー層向けの

住環境施策等を

実施します。
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計画事業 238

子ども事故予防セン

ター「キッズセーフ」の

運営と事故予防の

啓発

健康推進課

長 崎健康相談

所

子どもの事故予防

について見て、触

れて、学べる場を

提供します。

子どもの死亡原因の上位を占める

「不慮の事故」を減少させるため、保

護者・関係者が家庭内の事故予防

について見て、触れて、学べる場を提

供しています。（ 家庭内の事故: 台

所でのやけど、浴槽での溺水、ベラン

ダからの転落等）

来所数 － 6,500人 数値維持継続型
6 ,850人

【6 ,500人】

家庭内を再現したコーナーに、子

どもの不慮の事故予防に関する

パネルや資料を展示し、普及啓

発を図りました。

A
継続して実施し、家庭内の事故予防

に関する普及啓発に取り組みます。

6,803人

【6,500人】

家庭内を再現したコーナーに、子

どもの不慮の事故予防に関するパ

ネルや資料を展示し、普及啓発

を図りました。

A

継続して実施し、家庭内の事故予防

に関する普及啓発に取り組みます。令

和8年度以降は子ども事故予防セン

ターのこれまでの実績を継承し、新たな

媒体を活用した普及啓発に取り組みま

す。

計画事業 239
安全・安心パトロー

ルの実施

防災危機管理

課

区内の治安を維

持します。

区民の安心感を確保するため、区内

全域を青色防犯パトロールカーでパト

ロールします。登下校時の通学路警

戒の他、小学校、保育園、子どもス

キップ等の施設にも立ち寄るなど見せ

る防犯活動を行います。

（ 区内の犯罪発

生件

数の減少を目標

に、） 区内の刑法

犯認知件数

－
1,500件

数値下降型
3 ,405件

【3 ,000件】

警察や町会・商店会等の地域団

体等と連携した環境浄化パトロー

ルは令和5年度中102回実施し

ました。

客引き行為や路上喫煙、ごみの

ポイ捨て等各種迷惑行為につい

て、指導・注意喚起を継続的に

行いました。

B

令和5年度に引き続き、警察や町会・

商店会等の地域団体等と連携した環

境浄化パトロールを継続するとともに、

更に効果的な巡回・広報啓発を研究

し、区内の治安維持に務めます。

3,730件

【2,700件】

警察や町会・商店会等の地域団

体等と連携した環境浄化パトロー

ルは令和６ 年度中１ ２ ８ 回実

施しました。

客引き行為や路上喫煙、ごみの

ポイ捨て等各種迷惑行為につい

て、指導・注意喚起を継続的に

行いました。

B

令和６ 年度に引き続き、警察や町会・

商店会等の地域団体等と連携した環

境浄化パトロールを継続するとともに、

更に効果的な巡回・広報啓発を研究

し、区内の治安維持に務めます。

計画事業 240
小学校児童の通学

路安全対策の推進
学務課

通学路における子

どもたちの安全対

策として、各小学

校の通学路に防

犯カメラを増設し

ていきます。

通学路における子どもたちの安全対

策として、各小学校の通学路に防犯

カメラを増設していきます。

通学路防犯カメラ

の設置数
－

小学校1校区あた

り10台（ 計220

台）

数値上昇型
210台→220台

【210台】→【220台】

令和5年度は、防犯カメラ更新3

か年計画の初年度として、予定

通り小学校22校中7校に設置し

た35台のカメラを更新しました。

A
3か年計画の2年目として、計画に従い

防犯カメラの更新を実施します。

220台

【220台】

100％

令和6年度は、防犯カメラ更新3

か年計画の2年目として、予定通

り小学校22校中10校に設置し

た50台のカメラを更新しました。

A
3か年計画の3年目として、計画に従い

防犯カメラの更新を実施します。

計画事業 241 学校安全安心事業
学務課

通学路合同点検

の計画的に実施

します。

通学路等における子どもたちの安全

を確保するため、各小学校の保護者

等の見守り活動を支援します。

3年に一度通学

路合同点検の実

施校数

（ 全校）

－ 7校 数値維持継続型
7校

【7校】

小学校7校において通学路合同

点検を実施、安全確保に努めま

した。

A
継続して合同点検を実施し、安全確

保に努めます。

8校

【8校】

100％

小学校8校において通学路合同

点検を実施、安全確保に努めま

した。

A
継続して合同点検を実施し、安全確

保に努めます。

計画事業 242

安全・安心な学校づ

くり（ インターナショナ

ルセーフスクール）

指導課（ 学校

支援担当課

長 ）

コミュニティ・スクー

ル活動と連動し、

インターナショナル

セーフスクールの

取組を拡大しま

す。

インターナショナルセーフスクール認証

校のノウハウを生かし、８ つの中学校

ブロックを中心とした普及・啓発を推

進する。また、小・中学校連携教育

の視点から、各中学校ブロックで、創

意工夫を生かして取組を充実させま

す。

インターナショナル

セーフスクール認

証校数

－ 10校 数値維持継続型
10校

【10校】

令和5年度は仰高小と池袋本町

小が再認証を取得しました。

また、保健室データの入力方法の

統一化を図り、全校のけがデータ

を教育委員会で一元的に分析で

きる環境を整備し、集計を行いま

した。

A

令和６ 年度以降、ISSの再認証申請

は行わず、これまでのISS活動で培った

「安全・安心な学校づくり」を全校で実

践するとともに、SDGs活動、防災活動

など、新しい視点を取り入れたCSとし

て、学校、地域の協働により持続・発

展を目指します。

10校

【10校】

令和６ 年度以降、ISSの再認証

申請は行わず、これまでのISS活

動で培った「安全・安心な学校づ

くり」を全校で実践するとともに、

SDGs活動、防災活動など、新し

い視点を取り入れたCSとして、学

校、地域の協働により持続・発展

を目指すため、学校や地域へ説

明を行いました。

B

これまでのISSの取組みの中で培った地

域や企業の方とつながりを活かし、今後

は小中学校で導入を進めておりますコ

ミュニティ・スクールの活動の中で、安

全・安心な学校づくりの推進をしてまい

ります。

犯罪や事故を防ぐ

まちづくりを進めま

す。

道路や公園におけ

る安全な環境整

備や、事故予防に

関する普及啓発

に取り組みます。

③防犯・事故予

防の推進
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№
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令和5 年度 令和6 年度

目標管理

計画事業 243

区立小学校・学童ク

ラブの入退室管理シ

ステム

学務課

放課後対策課

区立小学校全校

において入退室シ

ステムを導入し、

児童・保護者の

安全と安心を向

上させます。

児童の安全の向上を図り、保護者の

安心感担保や緊急時の迅速な対応

を実現するため、区立小学校1年生

から3年生及び学童クラブに、児童の

入退室を保護者に通知するシステム

を導入し、運用します。

通知配信校数 － 区立小学校22校 数値維持継続型
22校

【22校】

学務課

区立小学校1年～3年の保護者

に、無償で入退室メール通知を

配信した。

事業が好評のため、令和3年度

からは、学童クラブ児童以外の小

学4年生以上の生徒についても

有償で実施している。

放課後対策課

学童クラブ児童の保護者に、無

償で入退室メール通知を配信し

ました。また、従来の入退室管理

システムはICタグを専用機器に

タッチする必要がありましたが、ハン

ズフリー設備を導入することによ

り、タッチの必要がなくなりました。

A

学務課

継続して安全確保に努める。

放課後対策課

区立小学校入退室システムの運用及

び校庭改修に応じたシステムの修繕を

します。

22校

【22校】

学務課

区立小学校1年～3年の保護者

に、無償で入退室メール通知を

配信しました。

事業が好評のため、令和3年度

からは、学童クラブ児童以外の小

学4年生以上の生徒についても

有償で実施しています。

放課後対策課

学童クラブ児童の保護者に、無

償で入退室メール通知を配信し

ました。

A

学務課

継続して安全確保に努めます。

放課後対策課

入退室管理システムの拡張機能とし

て、出欠確認機能、連絡帳機能が付

与されたことから、試行を行った後、全

施設で導入いたします。

計画事業 244
交通安全施設整備

事業
道路整備課

区道の交通安全

を図るため、道路

標識、ガードレー

ル、転落防止柵

等の交通安全施

設の設備及び維

持管理を行いま

す。

妊産婦や子ども連れの親子が安心し

て外出することができるよう、また、子

どもの交通事故の減少を図るため、

自転車・歩行者等の安全確保と、

日常生活に支障をきたさない安全対

策を行う。

－ － － －
28箇所

12.7㎞

自転車ストップマーク等: 28箇

所、防護柵等（ 横断抑止） の

設置・改修: 4箇所、区画線の

整備: 12.8ｋ ｍ

パトロールや依頼によってその都

度修理するため、令和四年度目

標値はなし

B 引き続き,安全確保・安全対策を行う。

19箇所

8.8㎞

自転車ストップマーク等: 19箇

所、防護柵等（ 横断抑止） の

設置・改修: 5箇所、区画線の

整備: 8 .8ｋ ｍ

パトロールや依頼によってその都度

修理するため、令和五年度目標

値はなし

B 引き続き,安全確保・安全対策を行う。

計画事業 245 交通安全対策事業 土木管理課

交通事故予防の

ため、交通安全の

普及啓発を行い

ます。

春・秋の交通安全運動を中心とし

て、年間を通じた広報・啓発活動を

実施します。各種交通安全教室・講

習会の実施、交通安全ビデオ・Ｄ Ｖ

Ｄ の貸出し、交通安全協会活動支

援などを行います。子どもや子育て世

帯に対しては、特に自転車乗用中の

ルールとマナーに対する啓発活動を

行います。

－ － － － －

区民ひろばで交通安全研修を実

施した。高齢者対象22回513

名参加、子育て世代対象22回

524名参加した。

B 継続して実施する。 －

区民ひろばで交通安全研修を実

施しました。高齢者対象24回

595名参加、子育て世代対象

22回497名参加しました。

B

引き続き、高齢者及び子育て世代に

対して、区民ひろばで交通安全研修を

実施し、交通安全について普及啓発を

行います。

計画事業 246

中学校自転車安全

教室（ スケアード・ス

トレイト授業）

土木管理課

交通事故予防の

ため、区立中学

校で自転車安全

教室を行います。

事故の恐ろしさと交通ルールを守るこ

との大切さを実感させることを目的と

して、区立中学校において、スタント

マンによる交通事故再現の様子を目

の前で見てもらう交通安全教室を警

察署と協働で行います。

－ － － － －

令和5年5月1日明豊中学校、

令和5年11月24日千登世橋中

学校、令和5年12月1日西巣鴨

中学校、でスケアード・ストレイト

授業を実施した。

B 継続して実施する。 －

令和6年4月25日西池袋中学

校、令和6年4月30日千川中学

校でスケアード・ストレイト授業を

実施しました。

B
引き続き、中学生に対して、スケアード・

ストレイト授業を実施し、自転車の安

全利用について普及啓発を行います。

計画事業 247
自転車ヘルメット普

及啓発事業
土木管理課

自転車の転倒事

故による頭部の受

傷を防ぐため、子

育て世代及び高

齢者のヘルメット

購入を支援しま

す。

自転車の転倒事故による頭部の受

傷を防ぐため、子ども用自転車ヘル

メットの購入費を助成します。また、

子育て世代の保護者を対象とした

「親子自転車安全利用教室」を実

施し、交通安全意識の向上を図りま

す。

※令和2年度より事業内容一部変

更

幼児児童用ヘル

メット購入補助数
－ 590個 数値上昇型

1 ,071個

【－】

令和5年7月11日から、対象を

全年齢の区民及び区外在住で

区内に在園・在学の中学生に拡

大し、1,071個自転車ヘルメット

の購入費を助成した。

A 継続して実施する。
810個

【－】

全年齢の区民及び区外在住で

区内に在園・在学の幼児・小中

学生に対して、810個自転車ヘ

ルメットの購入費を助成しました。

A

引き続き、全年齢の区民及び区外在

住で区内に在園・在学の幼児・小中学

生に対して、自転車ヘルメットの購入費

を助成し、自転車乗車時のヘルメット

着用について普及啓発を行います。

計画事業 248

高齢者安全運転支

援装置設置促進事

業

土木管理課

交通事故予防の

ため、高齢者の安

全運転支援装置

の購入を支援しま

す。

高齢者の運転する自動車事故を防

止し、区民の安全と安心を図る目的

として、高齢者が安全運転支援装

置新たに購入及び設置した場合に

要する経費の一部を補助します。

－ － － 数値維持継続型 終了 終了

計画事業 249
公園等防犯カメラ整

備事業
公園緑地課

公園等における安

全対策の強化を

図ります。

死角の生まれやすいトイレのある公園

から優先的に防犯カメラを設置するこ

とで、子どもや女性がより安心して利

用できる公園を作ります。

公園等全施設に

設置

（ 89公園

62児童遊園

2森）

－ 8施設に設置 数値上昇型

6施設に６ か所新規に

設置。２ 施設５ か所

をクラウド型に取り換

え。

千早なかよし広場、池袋本町公

園、中池袋公園、大塚駅北口

公衆便所、南長 崎はらっぱ公

園、雑司が谷三丁目広場に昨

年度に続きクラウド型の防犯カメ

ラを設置。南池袋公園のSDカー

ド式の防犯カメラ4基、上り屋敷

公園1基をクラウド型に取替。

A

令和4年度よりクラウド型の防犯カメラ

を導入し、画像確認の迅速化を図って

いる。引き続き区民の要望がある公

園、トイレ等死角になりやすい場所に防

犯カメラを設置することで、安心して利

用できる公園を整備していく。

3施設に4か所新規に

設置。5施設５ か所を

クラウド型に取り換え。

千川児童遊園、染井よしのさくら

の里公園、上池袋さくら公園にク

ラウド型の防犯カメラを設置。南

池袋一丁目公園、上池袋公

園、東池袋公園、朝日公園、池

袋本町電車の見える公園のS D

カード式の防犯カメラをクラウド型

に取替。

A

令和4年度よりクラウド型の防犯カメラ

を導入し、画像確認の迅速化を図って

いる。引き続き区民の要望がある公

園、トイレ等死角になりやすい場所に防

犯カメラを設置することで、安心して利

用できる公園を整備していく。

③防犯・事故予

防の推進

犯罪や事故を防ぐ

まちづくりを進めま

す。

道路や公園におけ

る安全な環境整

備や、事故予防に

関する普及啓発

に取り組みます。
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重点事業 250
トキワ荘マンガミュー

ジアムの開設・運営
観光課

豊島区ゆかりのト

キワ荘等のマンガ

文化に触れる機

会を増やすととも

に、関連情報の

発信によりまちの

魅力を高め、マン

ガ・アニメを核とす

る地域文化の継

承・発展を目指し

ます。

トキワ荘のあった南長 崎地域に「トキ

ワ荘マンガミュージアム」を開設し、マ

ンガ・アニメ文化の発信やマンガによる

まちづくりを地域と一体となって進めま

す。

トキワ荘マンガ

ミュージアム及び

関連施設年間来

館者数

（ 後期基本計画

との整合性の問題

から「関連施設」

に修正）

設置に向けて検

討中
180,000人 数値上昇型

123 ,447人

【160,000人】

( 68 .6％)

「W50周年記念　デビルマン×マ

ジンガーＺ 展」「よつばと! 　原画

展」「ふたりの絆　石ノ森章太郎と

赤塚不二夫」の特別企画展を開

催した。区内小中学校に「ふるさ

と学習」での来館を促し、児童等

1,344名が来館した。来館者数

は約３ ４ ％増加しているが、目

標には及んでいない状況となって

いる。

B

年3回　特別企画展を開催する。さら

に、トキワ荘通りお休み処、トキワ荘マ

ンガステーション、トキワ荘マンガミュージ

アムサロン、昭和レトロ館と連携して、

昭和の歴史を感じながら回遊できる街

づくりに取り組む。

151,700人

【180,000人】

(84 .3％)

「鈴木伸一のアニメーションづくりは

楽しい! ! ～トキワ荘からアニメ

の世界へ～」「CAPCOM VS . 手

塚治虫キャラクターズ－テヅカプ

ファイティングユニバース2－」「島

本和彦　炎の原画展　Ver.3　ト

キワ荘編」の特別企画展を開催

した。区立小学校の見学は、延

べ6校、323名であったが、関連

施設を含めた地域の来街者は

23％増加している。

A

年3回　特別企画展を開催する。引き

続き、トキワ荘通りお休み処、トキワ荘

マンガステーション、トキワ荘マンガミュー

ジアムサロン、昭和レトロ館と連携して、

昭和の歴史を感じながら回遊できる街

づくりに取り組む。

計画事業 251
トキワ荘通りお休み

処の運営
観光課

トキワ荘マンガ

ミュージアムと連携

してマンガ文化に

触れる機会を増

やすとともに、関連

情報の発信により

まちの魅力を高

め、地域文化の

継承・発展を目

指します。

トキワ荘のあったまちの散策拠点であ

る「トキワ荘通りお休み処」を運営し

ます。トキワ荘の部屋の再現等のほ

か、休憩スペースも設け、トキワ荘マ

ンガミュージアムと連携してまちの魅力

を発信します。

来館者数 － 29,000人 数値上昇型
14 ,386人

【28,000人】

トキワ荘マンガミュージアムのショッ

プ機能を補完するとともに、スタン

プラリーの拠点になるなど、街を回

遊しながらマンガ文化に触れる機

会を創出し、来館者を約14％増

加させた。

C
引続き、トキワ荘ゆかりの地など地域の

魅力を発信する拠点として、地域の回

遊性の向上に取り組む。

14,511人

【29 ,000人】

50.0％

スタンプラリーの拠点となるなど、ト

キワ荘の街を回遊しながらマンガ

文化に触れる機会を創出してい

る。来館者数はほぼ前年度と同

数をなっている。

C

引続き、トキワ荘ゆかりの地など地域の

魅力を発信する拠点ととともに、地域の

回遊性の向上に向けた取り組みを検

討していく。

計画事業 252

芸術文化劇場の運

営と文化芸術発信

事業

文化企画課

子どもたちに良質

な芸術文化を鑑

賞する機会を提

供します。

国際アート・カルチャー都市のシンボ

ルである芸術文化劇場（ 東京建物

BrilliaHALL） の管理運営を行い、

魅力的な公演を上演することで、区

民に良質な芸術文化を鑑賞する機

会を提供するとともに、芸術文化によ

り地域のにぎわいを創出します。

劇場来場者数 － 150,000人 数値維持継続型
261 ,578人

【150,000人】

鑑賞教室等を実施するなど、区

内中学生をはじめ、区内外の来

場者へ良質な芸術文化の鑑賞

機会を提供しました。

劇場来場者の目標数を大幅に

達成しました。

A
今後も良質で多種多様な舞台芸術鑑

賞機会を提供できるよう、安定した施

設運営・事業実施を行っていきます。

208,031人

【150,000人】

鑑賞教室等を実施するなど、区

内中学生をはじめ、区内外の来

場者へ良質な芸術文化の鑑賞

機会を提供しました。

劇場来場者の目標数を大幅に

達成しました。

A
今後も良質で多種多様な舞台芸術鑑

賞機会を提供できるよう、安定した施

設運営・事業実施を行っていきます。

計画事業 253

舞台芸術交流セン

ターの運営と文化の

発信事業

文化企画課

子どもたちに舞台

芸術の創造、発

信の機会を提供

することで、舞台

芸術の担い手の

育成を図ります。

舞台芸術交流センター（ あうるす

ぽっと） において、舞台芸術公演、

各種講座・ワークショップ等の事業を

実施し、芸術文化を通して多様な

人々が集い交流する機会を提供しま

す。

劇場来場者数 － 60,000人 数値維持継続型
48 ,887人

【60,000人】

利用者数は、目標値を達成する

ことができませんでしたが、子どもを

含めた老若男女に向けて、適切

な施設運営・事業実施に努めま

した。

B
多種多様な舞台芸術に触れる機会を

提供できるように安定した施設運営を

行っていきます。

49,937人

【60 ,000人】

利用者数は、目標値を達成する

ことができませんでしたが、子どもを

含めた老若男女に向けて、適切

な施設運営・事業実施に努めま

した。

B
多種多様な舞台芸術に触れる機会を

提供できるように安定した施設運営を

行っていきます。

計画事業 254
池袋西口公園野外

劇場管理運営事業
文化企画課

子どもたちが身近

に本格的な文化

芸術に触れられる

機会を提供しま

す。

本格的な舞台、ダンス、クラシックなど

の音楽会等ができる野外劇場として

池袋西口公園野外劇場

（ GLOBAL RING THEATRE） を

整備・運営し、良質な文化の発信や

まちの賑わいの創出を図ります。

野外劇場利用日

数
－ 200日 数値上昇型

136日

【100日】

目標利用日数を達成し、子ども

を含めた老若男女に向けて、多

種多様な文化芸術に触れる機

会を提供することができた。

A
今後も適切な施設運営を行い、文化

芸術を身近に感じられる環境の整備を

図っていきます。

159日

【200日】

目標利用日数は達成できません

でしたが、昨年度よりも利用日数

を増やすことができ、多種多様な

文化芸術に触れる機会を作ること

ができました。

B
今後も適切な施設運営を行い、文化

芸術を身近に感じられる環境の整備を

図っていきます。

計画事業 255
池袋モンパルナス回

遊美術館事業
文化事業課

池袋モンパルナス

回遊美術館事業

により、美術作家

だけではなく、子ど

もたちが表現する

機会を提供してい

きます。

「街のどこもが美術館」をコンセプト

に、かつて「池袋モンパルナス」と呼ば

れた池袋西口、長 崎、千早地域を

中心に、池袋東口エリアの会場も加

え、美術作家から小学生等までの多

彩な作品を展示します。

子どもの作品の展

示プログラム数
－ 4プログラム 数値維持継続型

4プログラム

【4プログラム】

「まちかどアーティストデビュー展」の

認知が広がり、応募作品数が増

えた。

B
東京芸術劇場改修により、まちかど子ど

も美術展及びアーティストデビュー展の

会場を他の展示と共存して展示する。

6プログラム

【4プログラム】

150％

東京芸術劇場改修時には、まち

かど子ども美術展及びアーティスト

デビュー展の会場をとしま区民セン

ター1階を会場とした。

A

文化庁補助金報告において、各主体

とも、子どもの参加者数を把握すること

なり、区政の方向性とも同調し、子ども

たちを意識したプログラムを増やす方向

で企画されてきている。

計画事業 256
東京芸術祭開催事

業
文化事業課

子どもの頃から身

近に演劇があり触

れることのできる、

演劇のまちとして

の魅力を発信しま

す。

国際アート・カルチャー都市の基幹事

業として関係団体、地域と連携を図

りながら、東京芸術劇場、あうるす

ぽっと、街なかの施設等を中心に国

際的な舞台芸術祭を開催し、演劇

のまちとしての魅力を発信します。

プログラム数及び

参加人数
－

①25プログラム

②14万人程度

①数値維持継続

型

②数値上昇型

未実施
東京都へ事業移管したため、区

の事業としては実施していません。
D 事業の実施予定はありません。 終了

（ ３ ） 子ども・若者が文化や芸術に親しむことのできるまちづくり

①文化・芸術に

親しむ環境づくり

アート・カルチャー

によるまちづくりを

推進します。

子ども・若者がまち

の中で文化芸術

に触れ、親しむこと

のできる環境を整

備します。
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組内容（ ｒ ）

主管課

評価

（ ｓ ）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

令和6 年度実績

【】内は令和6 年度目

標値

達成率（ % ）

（ u )

事業目標に資する令和6 年度の

取組内容（ v）

主管課

評価

（ w ）

令和7 年度以降の取組の方向性

（ ｘ ）

目標（ E）

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和5 年度 令和6 年度

目標管理

計画事業 257
庁舎まるごとミュージ

アム運営事業
文化事業課

展示空間を利用

し、子どもたちに豊

島区の文化芸術

を紹介するととも

に、各課と連携

し、子どもの作品

展示、また権利等

についての展示を

随時、実施してい

ます。

本庁舎を美術館や博物館のような

空間に演出し、3階から9階の通路

部分の壁面を使用した展示を行い、

区の文化資産の紹介や区の重点施

策等の情報をわかりやすくタイムリーに

掲示して、区民・来庁者に発信しま

す。

子ども関連展示

回数
－ 5回 数値維持継続型

8回

【6回】

子どものみを対象とするものでな

く、老若男女問わず対象とする展

示が多く、概ね予定通り展示が

実施されました。

A

子どもを含む区民の作品や、子どもの

権利月間・里親月間に合わせた展示

をすることで、区民が文化芸術に親しむ

機会の提供と子どもの権利の周知を

行っていきます。

７ 回

【5回】

子どもを含む区民の作品や、子ど

もの権利月間・里親月間に合わ

せた展示のほか、ミュージアムラ

リーや環境月間に伴う区内の取り

組み、写真コンテストなど、様々な

種類の文化芸術に関する事業を

紹介しました。

A
事業見直しにより事業は廃止

区役所4階に展示エリアを集約し、展

示を継続する。

計画事業 258
熊谷守一美術館の

運営
文化事業課

子どもたちが美術

文化を享受するこ

とにより、文化の

向上と豊かな地

域社会の形成を

図ります。

画家熊谷守一の作品を展示する区

立美術館を運営し、区民等が芸術

に触れる機会を提供します。

観覧者数(有料

展示室入館者)
－ 6,800人 数値維持継続型

9 ,293人

【6 ,800人】

夏休みに子ども向けのワークショッ

プを開催し、スキップなどへの周知

を行いました。

観覧者数は当初の目標値を上

回りました。

A
今後も、子どもに向けた美術館の周知

や、事業開催に取り組みます。

11,374人

【6,800人】

まちかどこども美術館への協賛・副

賞として招待券を発行しました。

観覧車数は当初の目標値を上

回りました。

A
今後も、子どもに向けた美術館の周知

や、事業開催に取り組みます。

新規事業 新規

IKE-CIRCLEによる

文化・観光情報発

信

観光課

豊島区の文化と

観光などの情報を

集約して発信する

ことで、区内外に

豊島区の魅力を

PRする。

「文化」「観光」「交流都市」の3つの

カテゴリに仕分けた情報をWebサイト

で公開する。

アクセス数 － 100,000 数値上昇型
237 ,911

【100 ,000】

JIMO-Tosh im aにょる区民ライ

ターを活用した地域の魅力の掘り

起こしを実施した。

また、夏からはイベント情報を月

２ 回公開し、目玉となるイベント

特集も合わせて行った。

A

引き続きJIMO-Tosh im aライターによ

る情報発信を行う中で、記事の更新

時期に偏りがなく年間を通じて充実した

情報発信を進める。

IKE-CIRCLEの二次元コードの掲出や

関係各所へのサイトリンクを積極的に行

い、サイトへの流入を図る。

326,931

【100 ,000】

JIMO-Tosh im aライターの記事

を年間を通じて発信した。また、ス

ポットやイベントを紹介する文化

観光課作成のトレーディングカード

を作成し、裏面にQRコードを施

し、サイトへの流入及び区の名所

紹介を行った。

課公式のInsta g ram 内において

もプロフィール欄にリンクを貼り、

フォロワーに対してサイトへの流入

を促した。

A

IKE-CIRCLEが令和7年度から「としま

の魅力」サイトへ移行され、引き続き

JIMO-Tosh im aライターの記事やイベ

ント情報を掲載を通じて区の魅力を区

内外へPRする。

①文化・芸術に

親しむ環境づくり

アート・カルチャー

によるまちづくりを

推進します。

子ども・若者がまち

の中で文化芸術

に触れ、親しむこと

のできる環境を整

備します。
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